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令和５年第４回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（令和５年１２月８日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５８分 開議）

開 議 宣 告

○議長（本田加津子君） おはようございま

す。

ただいま出席している議員は８名でありま

す。定足数を満たしておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（本田加津子君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は議長において、２番佐藤

良治さん、７番下山則義さんを指名いたしま

す。

諸 般 報 告

○議長（本田加津子君） 日程第２ 諸般報

告であります。

事務局長から報告をいたします。

三浦議会事務局長。

○議会事務局長（三浦悟君） 報告いたしま

す。

本日の議事日程については、別紙配付して

あります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、

本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（本田加津子君） 特段の発言はあり

ますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） ないようでありま

すので、諸般報告を終わります。

議案の訂正について

○議長（本田加津子君） 日程第３ 議案の

訂正についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

改めまして、おはようございます。

議会冒頭の貴重なお時間をいただきまし

て、誠にありがとうございます。大変申し訳

ございませんが、議案の訂正についてお願い

申し上げる次第でございます。

令和５年１２月６日に提出いたしました議

案につきまして、次のとおり訂正したいの

で、歌志内市議会会議規則（昭和４２年規則

第１号）第１８条の規定により議会の承認を

求めるものでございます。

記。

１、議案。議案第４１号かもい岳国際ス

キー場及びかもい岳温泉に係る固定資産税の

減免の特例に関する条例の制定について。

２、訂正理由。令和５年１２月６日に提出

したかもい岳国際スキー場及びかもい岳温泉

に係る固定資産税の減免の特例に関する条例

の制定について、条文に欠落があったため。

３、訂正内容。左が訂正前、右が訂正後で

ございます。

第１条は、目的の規定でございます。Ｍ・

かもい岳株式会社が所有する固定資産で、か
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もい岳国際スキー場及びかもい岳温泉に対す

る固定資産税を免除することを目的とするも

のでございます。

第２条第１項は、適用範囲に関する規定で

ございます。減免の適用範囲は、歌志内市産

業開発促進条例（令和４年条例第２２号）第

６条の規定により免除された固定資産とする

ものでございます。

第２項は、前項に規定する固定資産は、令

和５年１０月３１日において所有する固定資

産に限るものとするものでございます。

第３条は、委任の規定でございます。この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

ることとするものでございます。

附則。

第１項は、施行期日でございます。この条

例は、令和６年４月１日より施行する。

附則第２項は、条例の失効でございます。

この条例は、令和９年３月３１日で効力を失

うこととしております。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより質疑に入

ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 文章、昨日から委員会

の中でいろいろすったもめがありまして、こ

の議案に関して訂正という形であがってきま

した。昨日、私、委員会に参加はしていたの

ですけれども、ちょっと質問する時間がな

かったので、私の意向が今回訂正されて修正

されたやつ載っているのかと思って見たので

すけれども、当然、私、質問していなかった

ので載ってないのですけれども、これ一番最

初の減免の特例と書いてあるのですけれど

も、初日にも聞いたのですけれども、減免で

すとはっきりおっしゃっていたのですけれど

も、これ減免ということは、相手方、かもい

岳スキー場になるのですけれども、この方は

税金を納める能力がないということなのです

よね、減免と言っているので。それをこの文

章で、今出された文章で見ることはできない

のですよね。それをどう考えているか、聞い

ておきたいと思います。

第２条に書いてます産業開発促進条例でと

いうことなのですけれども、これ産業開発促

進条例は課税免除なので、減免としては全然

話が違うので、最終的に税金をゼロにすると

いうところは同じですけれども、全然性質が

違うので、この減免に関する促進条例が入っ

ているのは、全然おかしなことです。地方税

法に書いてあります。その辺の意見をちょっ

と聞いておきたいと思います。

この今出された文章で、公益性はどこにあ

るのですかという話なのですけれども、それ

が全然見えないのです。だから、それをどう

いうふうに読み取るのか教えていただきたい

と思います。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午前１０時０６分 休憩

────────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開いたします。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 大変申し訳ござい

ません。

ただいま女鹿議員のほうからの質問でござ

いますけれども、まず税を減免するというこ

とで、相手方企業の税を払う、そういった資

力がないというようなことの部分かなと思い

ますけれども、前期、当社の決算状況を見せ

ていただきましたところ、単年度において相

当額の損失を計上されている部分については

確認をしているところでありまして、昨日も

お話しさせていただきましたけれども、今後

かもい岳を運営していく上で、やはり経営の

安定化というものが大変重要なことかなと、

そんなふうに思っておりますので、こういっ

た決算の状況、収入の状況も昨日ちょっとお

話させていただきましたけれども、リフト収

入の部分が非常に、その部分が主だった収入

というには現在の状況の中で会社の安定支援

を行うための今回の減免を特例的に行うと、
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そういった内容でございます。

それと、減免がおかしくないのかというこ

とでございますが、あくまでも税額を減じる

と、そして免じるというような考え方の下で

今回の減免という言葉を使わせていただいて

いるところでございます。

それから、公益性の部分でございますけれ

ども、これについても昨日の常任委員会の中

でも御説明させていただいたかと思いますけ

れども、市がそもそも経営をしていましたス

キー場、それから温泉施設、これらを市のほ

うから譲り受けたという、そういった経過が

ございまして、また市民が利用し、また市内

の子供たちも利用する、そして温泉施設につ

きましては、当然ながら市民も利用すると、

そういった中で公益性というものは十分持た

れていると、そのような判断をしているとこ

ろでございます。この条文の中にその辺の部

分が具体的なものはございませんけれども、

やはりかもい岳スキー場、かもい岳温泉とい

う部分につきましては、十分市民の中にはこ

ういった施設について公益性があるというふ

うに御判断いただけるのかなと、そのように

思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 資力の面では、昨日話

聞きましたけれども、これから１億５,００

０万円、２億円ぐらいかけていろいろ施設を

やっていきたいという話をしている会社が、

資力がなくて税金を納める力が本当にないの

ですかという話なのです。そうではないで

しょうと。その文章、そうやってさっき答弁

されましたけれども、その文章を載せればい

いではないですか。そういうことではないで

すか。条例とは、多分そういうことだと思い

ます。

公益性の部分も、条例に関しては公益性が

ちゃんとはっきりしていないと載せれないと

思います。何で減免するのか、それをきちん

と明記するのが条例なのではないのですか。

違いますか。認識の違いですと思われるかも

しれませんけれども、これ、減免でも課税で

も、減額免除か課税免除かで全然意味合いが

違うので、その辺行政として履き違えてませ

んかという話です。それをもともとこの減免

の特例でという話で持ってきているから今

言っているのですけれども、本来ならです、

昨日の委員会でもこの話をしようと思いまし

た。けれども、する時間がなかったので今

言っているのですけれども、その質問を聞い

ていて、もし聞いていて、僕ができていて、

それだったら、この条例ではないものを出し

ている可能性もあると私は思っているので

す。けれども、私、いかんせん昨日、質問で

きなかったので、当然それは入っていないの

です。その辺、認識の違いとか、違うと思う

のです。税金の免除するかどうかということ

なので、それをきちんとこの条例の文章の中

に書き込まないと駄目なのです。だから、減

免をするというのであったら、それをきちん

と全部書き込んで出してくるのです。減免を

するということは、それだけハードルが高い

ということです。これでは、それが把握でき

ないのです。どうなのですか、それ。

○議長（本田加津子君） 暫時休憩します。

午前１０時１４分 休憩

────────────────

午前１１時１５分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開します。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） ただいま、この条

例の中に公益性云々という部分、それから資

力のない会社が多くの投資をした中でこう

いった減免がどうなのか、減免要求はどうな

のかということなのかと思いますけれども、

まず資力の部分につきましては、当然ながら

そういった金融機関からの借入れ等を元に実

施していくという考え方でございますけれど

も、当然ながら少しでも負担を減らすという

部分が会社の安定、経営の安定に結びつくと

いうことでございます。そういった説明を受

けてございますので、その辺につきまして

は、決算状況、あまりいい状況ではないとい
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たしましても、今後のこういった、昨日も御

説明させていただきましたスキー場を今後こ

ういう形で生かしていって、そして温泉施設

もこういう形で集客して、それでもって経営

をよくしていくと、そういった形で昨日も御

報告、御説明させていただいておりますの

で、その辺を重点に考えまして、今回減免と

いう形を取らさせていただくところでござい

ます。

それから、減免するという部分で、なぜか

という部分なのですけれども、これも昨日の

御答弁とちょっと重なる部分あるかもしれま

せんけれども、歌志内振興公社に対する固定

資産税の減免の部分につきましても、この条

例のつくりにつきましては、昨日来、訂正前

に載せていた条項がそのまま歌志内振興公社

でも同じ条立てというか、条項になっており

ます。そして、昨日の上程させていただきま

した条例の本文の前に、提案理由という形が

ございますけれども、その中に公益性という

部分につきましてはうたわさせていただいて

おります。その辺について御理解をいただけ

ればと、このように思っております。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 公益性に関しては、全

面に書いてますよということなのですけれど

も、公益性とは、スキー場がどういうことを

したら市民が健康になりますよ、スキー場が

小学生だとか、使っている子供たちに対して

スキー料金を無料にしますよ、そういったこ

とは市内の子供たちに対して、それは公益性

だと思うのです。だから、そういうことを書

かれてないから、言っているのです。だか

ら、公益性とは、見えるものになっていない

と駄目だと思うのです。それが書いてないで

しょうという話。

チロルの話もされましたけれども、昨日の

委員会から言われているように、チロルとは

全く別です、本当に。それを一緒だと考えて

いる時点でこういうふうになるのです。違う

ものとして出さないと駄目なのですという話

を、昨日の委員会の中でも各委員、していま

したよね。チロルと一緒になって考えてやっ

ているから、こういうふうになるのです。

それで、ここに書かれています、第２条。

この産業開発促進条例の話書かれてますけれ

ども、この産業開発促進条例をちょっと改正

して、議論をして、そっち側で話を進めたほ

うが、かもい岳スキー場には有利に課税の免

除できるということだったのではないのです

か。それをしないで、チロルと一緒だからと

いって今回のやつを出してくるというのは、

全然間違いだと思います。その辺の認識がも

う、この条例をつくっている時点からずれて

いるのではないかなと私は思うのです。その

辺、市長、ちょっと最後答弁お願いしたいで

す。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 今ほどいろいろな御

意見いただいたところでございますが、私も

先日、この固定資産税免除についての考え方

について市長はどう考えているのかというこ

とで、公益性については、十分基本構想、ま

ち・ひと・しごと総合戦略にもかもい岳ス

キー場は位置づけられておりますし、またこ

こを基軸としながら交流人口の増、また健康

増進ということも掲げてうたわれているわけ

でございます。そういった中から、公共性は

もちろんでございますけれども、当市の観光

産業の振興という分にも十分寄与する施設だ

ということで、準公共施設的な考えで私はお

ります。

そういった意味で、公益性というものは十

分担保されているということで市民の皆さん

もそれは理解をされるというふうに思ってお

ります。

条例につきましては、かもい岳、チロルと

同じような考えなのかということで、今ほど

質問がございました。産業開発促進条例のほ

うでこの免除について、何といいますか、そ

この条項でうたえばいいのではないかという

ことでないかと思いますが、やはりこの固定

資産税の減免につきましては、しっかりと議

会の中で私どもの考えをお伝えして、このコ
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ロナ禍によって３年間非常に厳しい経営をさ

れてきているということに鑑みながら、皆さ

んの同意をいただくということで、条例につ

いては上程をさせていただいたところでござ

います。

しかしながら、条文の欠落という部分がご

ざいまして御迷惑をおかけしたところでござ

いますが、このたび訂正をさせていただい

て、再上程させていただくということになり

ましたので、その辺、女鹿議員の意図する部

分に十分合致していない部分はあろうかと思

いますが、昨日の委員会の中でいろいろと議

論をされた、皆様方のいろいろな御指示、御

指導いただいた中で網羅したところでござい

ます。

なお、詳細等につきましては、規則のほう

で定めて進めていきたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

下山則義さん。

○７番（下山則義君） 昨日の委員会の話も

今出てまいりまして、また女鹿副議長からも

議案の内容のことで、条例のことを主に聞か

れていたかと思います。正直申しまして、私

もチロルの湯と同時に、このかもい岳という

もの、この歌志内のシンボル的存在で、この

ものがなくなっていいなんてこと考えている

人間ではありません。何とかうまくできるよ

うな状況づくりをいち早くしてあげたい、こ

れが私の思いです。ただ、その思いを持って

いる我々がここで待ち構えていても、なかな

か行政のほうでよしというような状況を出し

てくれない、それに正直言ってつらさを感じ

ます。と言いますのは、昨日の質問の中でも

わたしのほうからちょっとさせていただきま

したが、担当する課が全て取りそろっていな

い状況なのではないですかという思いがあり

ました。以前から話合いをしていって、それ

はしっかりと分かっているので、今の状態で

大丈夫ですという話があったのですが、私の

ほうから質疑をさせていただくと、その税の

ことに関しては、ほかの課長が１階に聞きに

行くという状況も起きています。話合いはさ

れているのでしょうけれども、本気になって

かもい岳を守っていこうという気持ちが何か

しら見えない。そんなことをまた改めて担当

する課と、そして市長、副市長が中心となっ

てみんなで固めていかなければ、思うような

状況、かもい岳もできないのではないかと思

うのです。そういったこと、始めなければな

らない、期限があるのも分かります。この議

論が終わらなければならない議論もあります

けれども、今のままの状態ではいかがなもの

なのかなと思う、そんな感じもあります。ど

うぞ市民の方々も、そして当のかもい岳のほ

うでも求めているものがしっかりできるよう

な、そんな体制をつくっていかなければなら

ないのではないかと思います。これにつきま

しても市長からの答弁をいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） このスキー場に係る

減免につきまして、今ほど下山議員のほうか

ら御指導といいますか、いただいたところで

ございます。税のほうの関係ということの解

釈かなと思います。この固定資産税減免につ

きましては、税担当のほうでそれぞれの案件

について減免するということではなくて、そ

れぞれの所管、特にかもい岳スキー場でござ

いますと産業課として、このコロナ禍の中で

のこのスキー場の運営ということが、Ｍ・か

もい岳様からいろいろな投資をしながらのこ

の４シーズン目を迎えるわけでございます

が、その中で厳しい経営状況というのは、そ

れぞれの担当の所管がそれを把握して、そし

てこれについてどのように進めていけばいい

のかということにつきましては、それぞれ担

当がその経営状況も見ながら判断をしていく

ということでございますので、そのそれぞれ

のセクションでそれを決定し、そして税を減

じるということにその次はなってくるもので

すから、それはそのセクションでその対応を

するということでございます。
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もちろんこの税、固定資産税減免等につい

ては、政策的なこともありますので、我々も

その案件については慎重に判断をしながら、

担当と協議をしながら進めているところでご

ざいます。どうか御理解願いたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 理解したいのです

が、全部の課と必要なこと話合いを持って

しっかりと分かっているのですよと始まった

委員会が、そこでの質問に対して答えられな

くて聞きに行っているのです。これでは、な

るほど、そうか、大丈夫かと、そういうのは

ちょっと考えづらいなという思いもありま

す。そういったことをなくすような状況とい

うのをやはりやっていただかないと、そうで

すね、これはいいことですね、賛成しましょ

う、なかなか進んでいかない、いけないとこ

ろはあるのだと思います。そこをはっきりと

示してください。まず行政の中で間違いのな

いもの、そして一丸となってやっていける状

況、かもい岳も間違いありませんから大丈夫

ですよという、そんな話を絶対に待っている

はずです。我々もその話が聞きたい。そのこ

とをしっかりとこれからも始まってしまう、

始まるのはもうお願いになるのですが、それ

に向けてしっかりとやっていただきたいと思

うのです。正直大丈夫ですと言っていたもの

が大丈夫でないということが露見したという

のが昨日です。そういうことのないような状

況づくりをしっかりとしていただきたいと思

います。答弁をお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） ありがとうございま

す。是正をしながら、今後、そのようなこと

ないように進めていきたいというふうに思っ

ております。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、本件について起立により採決を

いたします。

議案の訂正についての申出を承認すること

に賛成する議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（本田加津子君） 起立多数でありま

す。

したがって、議案の訂正についての申出は

承認されました。

訂正された議案第４１号は、引き続き行政

常任委員会に付託の上、会期中の審査といた

します。

一 般 質 問

○議長（本田加津子君） 日程第４ これよ

り、一般質問を行います。

質問は通告された範囲を逸脱しないように

お願いをいたします。

それでは、順次、発言を許します。

質問順序１、議席番号１番、能登直樹さ

ん。

一つ、運転免許証の自主返納について。

一つ、中央バスの減便に対する影響とこれ

からの公共交通機関等の考え方について。

一つ、国の物価高騰に係る補正予算「重点

支援地方交付金」等について。

以上、３件について。

能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） それでは、改めまし

ておはようございます。

通告書に従いまして質問をさせていただき

ます。件名につきましては３件でありますの

で、よろしくお願いを申し上げます。

件名１、運転免許証の自主返納についてお

伺いをさせていただきます。

近年、高齢者ドライバーの方々の運転免許

証返納の話をよく耳にします。本市において

も高齢者ドライバーの方や何らかの諸事情に

より、運転免許証を自主返納された方がいた

かと思います。

そこでお伺いします。
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①本年、市民の方で運転免許証を自主返納

された方がいたか伺います。

②現在、本市では運転免許証を自主返納さ

れ、運転経歴証明証の手続をされた方に対

し、申請費用代として２,０００円を助成し

ておりますが、今後、運転免許証返納時の助

成金の増額などや、返納者に対しての新たな

支援策などの考えはないか伺います。

件名２につきまして、中央バスの減便に対

する影響とこれからの公共交通機関等の考え

方についてお伺いいたします。

本市の人口の減少と並行するかのように、

バスなどの公共交通の利用者も年々減少し、

さらには近年のコロナ禍での影響により燃料

高騰と運転手不足から、１２月１日のダイヤ

改正で中央バス歌志内線が日曜・祝日のみで

すが、４便が減便となりました。

そこで伺います。

①今回の減便により、高校生などや職場ま

での足として使用している方など、通勤・通

学への影響等は生じないのかを伺います。

②行政として、今回の減便をどのように捉

えているのかお伺いします。

③本市の歌志内市過疎地域持続的発展市町

村計画（令和３年～令和７年度）の見直し策

定まであと２年余りとなりますが、今後、市

民の移動手段を確保するための交通機関等の

見直しや対策等の見解をお伺いいたします。

件名３でございます。国の物価高騰に係る

補正予算「重点支援地方交付金」等について

お伺いします。

今回の臨時国会において重点支援地方交付

金の補正予算が１１月１０日追加され、１１

月２９日の参議院本会議で物価高騰対策を柱

とした２０２３年度補正予算が約１３兆２,

０００億円で可決成立いたしました。そこで

お伺いいたします。

①今回の重点支援地方交付金として約１兆

６,０００億円が計上されており、生活者支

援として本定例議会においても提案されてい

ます。住民税非課税世帯等々に対して１世帯

７万円の給付のほか、ＬＰガス使用世帯など

へも、各自治体が効果的と思える支援対策が

あれば、実施計画を策定して申請することが

できますが、本市の支援対策の見解をお伺い

します。

②事業者支援として、介護施設などの光熱

費や食料品価格の高騰分の支援などが盛り込

まれていますが、本市の支援対策の見解をお

伺いします。

③今回、省エネ住宅の取得や改修に係る費

用の支援対策として、子育て世帯などに省エ

ネ性能が高い住宅の取得や省エネ改修費用と

して、また企業の省エネ設備導入への支援な

どの経費として２,５５６億円が計上されて

います。本市の支援対策の見解をお伺いしま

す。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） 理事者答弁、佐藤

市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 能登議員からの

件名１の①、②につきまして、一括答弁、私

のほうからさせていただきます。

まず①の自主返納された方がいたかとの質

問でございますが、本年の自主返納者は、現

在のところ３人であります。

次に、②の新たな支援策に対する考えでご

ざいますが、運転免許証を返納後に運転経歴

証明書の交付を受けた方に対し、歌志内市交

通安全推進協議会より申請にかかった費用、

約２,０００円なのですが、２,０００円を助

成しております。これは、自動車運転免許証

を返納した方が、過去に免許を保有していた

キャリアを顔写真付で証明するもので、その

取得に対し同協議会から補助しているもので

あり、現在、増額については考えてはおりま

せん。

また、新たな支援策とのことでございます

が、免許返納後の高齢者の移動手段の支援と

して、免許返納後にタクシー券、バス券、商

品券などを使用している他の自治体もござい

ますが、本市では福祉施策の中で同様な取組

をしておりますので、その中での調整を図る
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ものと考えております。

以上となります。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 私からは、

件名の２、それから件名の３の①、②につい

て御答弁申し上げます。

まず件名の２の①でございます。今回の減

便についてでございますが、中央バス歌志内

線の減便につきましては、行政常任委員会へ

の報告をはじめ、町内会、自治会の協力を得

て、減便となる時刻表を回覧板として周知を

図るとともに、広報１２月号において公共交

通の利用促進と減便後の時刻表を市独自で作

成し、配布したところであります。今回の歌

志内線の減便につきましては、土・日・祝日

を対象とし、片道４便、往復で８便が１２月

のダイヤ改正により減便になったところでご

ざいます。

土・日・祝日を対象とした減便ではありま

すが、中央バスによる乗降調査では、減便対

象の乗降人数は、歌志内区間で平均乗降者数

は約１.２人、車内最大人員が０.９人との結

果であったと聞いており、土・日・祝日の減

便でありますが、少なからず通勤者に対し影

響があるものと認識しております。

続きまして、②でございます。中央バス歌

志内線の減便につきましては、コロナ禍の影

響を大きく受けたことで、収支の悪化により

令和３年４月より１４便の運行から、平日及

び土・日・祝日を合わせて片道２便、往復４

便の減便が行われ、これまで運行されてきま

した。今回、コロナウイルス感染症の落ち着

きが見える中にあっても、利用者の回復が見

込めず、大幅な収支赤字が見込まれるととも

に、乗務員不足が深刻化し、運行便数の見直

しを行わざるを得ない状況から、土・日・祝

日に限定し、利用者への影響を最小限にとど

めることを前提に減便が行われたところであ

ります。

市といたしましては、これまで事業者及び

沿線自治体等と収支赤字への支援やバス運行

の効率化などについて協議を行っており、採

算性を鑑み、必要最小限の運行便数の見直し

は致し方ないものと捉えております。バス路

線は、本市における基幹的な公共交通機関で

あり、利用者数が少ない状況にあっても市民

の足として重要な交通機関と位置づけてお

り、路線維持と確保は、最重要課題の一つと

して、可能な限りの負担もしながら堅持して

いくこととしております。

続きまして、③番でございます。今後の計

画の見直し等でございますけれども、本市に

おける公共交通の在り方などにつきまして

は、その将来に向けた方向性を総合計画に、

また過疎地域の持続的発展のための具体的な

対策については、過疎地域持続的発展市町村

計画においてその内容を示しております。本

市唯一のバス路線については、路線の維持・

確保を前提としながら、新たな公共交通サー

ビスの研究、デマンド型交通などの調査や市

民同士のライドシェアに関する研究など、今

後も取り組むこととしております。

現在、国等においては、ライドシェアをは

じめ新たな交通体系について、具体的な議論

が進められていると聞いており、それらの動

向を注視するとともに、広域での取組につい

ても議論が進められつつあり、より利便性の

高い市民の移動手段について検討を進めるこ

ととしております。

続きまして件名の３番、物価高騰等の補正

予算の関係でございます。①本市の支援対策

の見解でございますけれども、重点支援地方

交付金につきましては、低所得世帯支援枠を

追加的に拡大するとともに、推奨事業メ

ニューとして物価高騰の影響を受けた生活者

や事業者を引き続き支援するために追加され

たところであります。推奨事業メニューにつ

きましては、庁内において対象事業を募って

おり、現在、実施計画の提出に向け準備を進

めているところでございます。

次に、②番でございます。支援対策の見解

でございますけれども、燃料や食料品価格等

の物価高騰は、高止まりの状況であり、市民
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の家計に大きな負担になっているとともに、

事業者においても引き続き厳しい経営を余儀

なくされているものと認識しております。こ

れまでも商工会議所と連携を図りながら、低

迷する地域経済の活性化のため、市民への地

域商品券の交付や福祉施設及び事業者支援と

して支援金を交付するなどの取組を行ってき

たところであります。

世界経済の情勢は新たに中東情勢の不安な

状況などが加わるなど、さらなる地域経済の

影響も懸念されております。このため、引き

続き商工会議所や金融機関などとも連携を密

にし、情報収集を図り、事業継続や雇用を守

るための支援策について、市単独での実施も

視野に関係所管と検討を進めることとしてお

ります。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 私のほうから３の

③番、省エネ住宅の取得や改修に係る費用の

支援対策について御答弁申し上げたいと思い

ます。

このたび国会で可決成立されました住宅の

省エネ化への支援強化に関する予算につきま

しては、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ

住宅取得並びに省エネ設備の改修、導入に係

る支援が盛り込まれ、いずれも住宅所有者に

補助金全額が還元されることを条件に、工事

施工業者に交付されるものであります。

市といたしましては、これら制度のＰＲに

努めるとともに、担当職員が制度内容を十分

理解した上で適宜相談に応じてまいりたいと

思います。

以上です。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） ありがとうございま

した。それでは、順次、再質問をさせていた

だきます。

まず最初の運転免許証の自主返納について

ですけれども、今年度におきましては市民課

として押さえている返納者につきましては３

名ということで、今、御答弁をいただきまし

た。これは運転経歴証明書の交付申請の助成

制度を活用した方が３名いたということで理

解してよろしいでしょうか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） この３名につき

ましては、あくまでも自主返納という３名で

ありまして、２,０００円の助成金の申請を

受けた方についてはゼロ人でございます。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） あくまでも市民課で

押さえている自主返納の方は３名ということ

で、申請書を提出された方はゼロ名というこ

とで答弁をいただきました。基本的にこの自

主返納は、主に高齢者等々がもう運転免許、

運転できないよということで自主的に返納さ

れるということで自主返納、それに対しての

交付金として市として申請代１,１００円、

写真代合わせて８００円、合わせて２,００

０円という支援をされている事業であります

が、これらにつきましては、先ほど答弁にも

ありましたけれども、市交通安全推進協議会

の事業として平成３０年度から７０歳以上の

方で自主返納されて、なおかつこの運転経歴

証明書の交付を受けた方について２,０００

円の経費負担ということで支援をされており

ますが、返納後の交通機関などの利用時に対

しての現在の助成制度というのは基本的に私

はないという認識でありますが、そのとおり

でよかったですか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） あくまでも協議

会としては２,０００円の交付というところ

まででございまして、そのほかに交付につい

てはございません。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 基本的にこの運転経

歴証明書を交付した方に対しての２,０００

円の経費負担ということで、根本的には市と

しての運転免許証を返納した後の交通利用時

等々のそういう助成については、全く皆無と

いうことであります。

本市においてこの制度がもう５年経過して

おります。これから基本的に免許証を返納さ
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れる方がただ多くなると私は思っておりま

す。なぜなら、この歌志内高齢化率ももう５

４％を超えている状態が続いております。こ

れからたくさんの方が運転免許証を自主返納

され、本市においては車を手放す、そういう

状態が今後増加傾向にあるかなと思います。

こういう交通機関等の利便性を求めて、そ

ういう方が自主返納された後ですけれども、

そうしたらその後歌志内でどうやって、今ま

で車で運転していたのですけれども、そうい

う支援がないということで、やはり交通機関

等の利便性を求めて他市町へ転出される方も

たまにいらっしゃると聞いております。

車を手放すと、いろいろな面で今まで運転

していて自分が自由で動いていたものが動け

なくなる、そういう方が出てこられる、そう

いうこともあります。

また、当市においては７０歳以上というこ

とで、何らかの諸事情によって７０歳以下の

方でも自主返納ということは今後あり得る可

能性があります。それについて、今は助成と

か、ものは考えていないという御答弁であり

ましたけれども、その辺について見解をお伺

いしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 市としては、本

市の場合、他市町よりは早くに高齢者に対す

る支援ということでは、バス券なりタクシー

券というものは、交通制度という観点以前の

問題で助成を福祉施策の中でやってきた経過

がございます。その金額がどうかこうかとい

うのは、またこれは今後においての検討だと

か、いろいろと調整だとかしていかなければ

ならない。免許証の返納にあえて、例えば最

大、近隣でも一時的に５万円を支給している

自治体も存じています。大体は１万円いくか

いかないか、５,０００円か、それは返納す

るためのきっかけづくりということで、その

ときだけということでの内容と私は受け止め

ています。併せて、免許につきましては、あ

くまでも個人の、全住民が免許を保有してい

るわけではない。ライセンスとして自動車免

許証を取得した人が高齢化になってと、併せ

てそれらを私のほうでは高齢化社会が成り

立っている歌志内市は特に超高齢の自治体に

突入しております。福祉施策という中で、移

動支援、それから外出支援というような中で

取り込まれておりますので、その辺で市民全

体の考え方の中での調整というものが必要

で、そういう検討が必要でないかということ

で、議員のおっしゃられる起爆剤となる部

分、これはまたちょっとどういうふうに検討

するかという余地はあろうかという認識はご

ざいますので、ただ全体的な考えとしては福

祉施策の一環の中での調整を図っていくこと

がよろしいのかなという考え方でございま

す。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 今、課長答弁ありま

したその起爆剤ということなのですけれど

も、今、課長答弁もありました。福祉政策の

面では、現在７５歳以上の方に対しては高齢

者外出支援、交通機関利用助成金として年間

６,０００円、これ７５歳以上です。タク

シー代、もしくはバス代として出されており

ます。また、本年、実証実験として、これも

７５歳以上ですけれども、バス代１００円、

タクシー代５００円で市内移動できます。こ

ういう面では、福祉政策の面では充実してい

るとは私も思います。ただ、この７０歳から

７５歳の空白年齢時間、時間というか年齢対

象、また先ほど言った何らかの事情によって

６７歳、６８歳で返還する方もいらっしゃる

かと思います。これはやむを得ない事情が

あって、そういうときの助成の施策として何

らかの制度があってもいいのかなと私は思い

ます。その点についてどうでしょうか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 私どもも実際に

は７０歳から７５歳の、いわゆる能登議員の

おっしゃられたちょっと隙間的になっている

のではないかというようなお考え方ではない

かな、私も共感するところはございます。そ

れらを含めて全体的なことを考えれば、私と
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しては福祉施策をまた協議しながらやってい

くことのほうが市民的にはよろしいのかなと

いう考え方を持っていて、検討の余地はある

という考え方で認識しておりますので、御理

解いただければと思います。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 課長、先ほど来答弁

され、福祉ということでありますけれども、

基本的に今まで何とか自分が車を運転して、

いきなり免許証返納して、その後交通利用を

するときに、自分もそうなのですけれども、

基本的にバスとか汽車とか乗ったことがな

い、そういうときに対して、返納したときか

ら７５歳になるまでの一時的なものを、その

期間の間だけでも何とか、自主返納してそれ

に対する見返りではないのですけれども、ま

ずこの歌志内に住んでいただくためにも、こ

れも先ほど来課長から言っている、よく５万

円支給されているまちがありますということ

なのですけれども、上砂川町につきまして

は、先ほど課長答弁がありました５万円、こ

れは３年間有効です。返納してから３年間有

効とされています。砂川市は１万円プラス商

品券、芦別市は２万円の地元商品券、これが

交付というか支援されております。これは令

和３年１２月定例会のときにも、現議長であ

ります本田議員が質問されておりますが、そ

ういうことでその空白の時間、またそういう

方たちを支援する助成といたしまして、令和

３年から５年まで２年余りがありますけれど

も、その辺、それから庁内会議とか課内会議

とかという、そういう自主返納に対する支援

というのはちょっと議論されたことがあるの

かちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 情報のデータの

収集ということでは、当然、例年どれだけの

方が自主返納をされているかということは

取っております。ただ、歌志内的にいきます

と、ちょっと公表の部分では、年齢だとかが

細かく警察のほうからいただいておりません

ので、その年齢が何歳の方が返納されたのか

ということまでは承知はしておりませんが、

ここ３年、４年間の間の推移といたしまして

自主返納はほとんど片手程度という流れで動

いております。そういうような部分で、特段

これに対して今までの部分の施策というもの

で、むしろ金額的には少ないですけれども、

自主返納された方への助成額、助成金がある

よという制度、これらも市民周知がなされて

なかったのではなかったのかということで

は、遅ればせながら１１月号の広報でこうい

う制度あります、それについては過去に申請

した人についてもよろしいですよというよう

な形で住民周知を図ったところでございま

す。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 確かに１１月号のと

きに自主返納の記事、文言記載されておりま

す。本当、先ほど来言っております今、課長

もありました、年間片手程度以下の方がい

らっしゃるかなということなのですけれど

も、要は片手程度でしたら、逆に予算という

のもそんなに大きな金額にはならないのかな

と。その間にやはり不自由する方はいらっ

しゃるというのが現実でございますので、今

後、施策、いろいろな面において助成制度

を、支援制度を考えていただいて、１人でも

そういう交通弱者ではないですけれども、今

までやはり自分で動いていた分、やはり不自

由になる、その分、１回こっきりでもいいで

すから、１年なのか３年なのかちょっと支援

制度というのも今後考えていただければなと

思いますけれども、よろしくお願いしたいと

思います。

次の今回の中央バス減便についての公共施

設の考え方についてちょっとお伺いさせてい

ただきたいと思います。

今回の減便につきましては、４便というこ

となのですけれども、今回、１２月号の広報

の２ページから３ページにかけましても、

「みんなで守ろう、公共交通」と題して掲載

をされていました。変更時間表についても先

ほど課長答弁がありましたとおり、広報の中
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に別紙折り込みチラシが同封されておりまし

た。今回の減便は、令和３年４月１日のダイ

ヤ改正時に、お昼の時間帯をちょうど挟みま

して４便が減便をされております。これも先

ほど課長から答弁をいただきました。それに

続いて、たった１年１０か月余りで、この短

期間で今回のさらなる減便になったことは事

実であります。今回は土曜日、日曜・祝日の

４便にとどまってはおりますけれども、必然

的にこれから利用者数、また高齢者率によっ

て、人口減少によって、いろいろな面が加味

されますけれども、当然これ、平日の減便も

あり得る話となってまいります。

そのようなことも懸念される中で、今回１

２月号の広報にお知らせと併せて歌志内線の

現状と利用するメリット５項目と、なくなる

と困りますよという内容の４項目からなるも

のが掲載されていたと思います。その辺は課

長としてそういうことを危惧されての１２月

号の掲載ということになったのかなと思いま

すけれども、その辺については課長、どうで

しょうか。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 今、能登議

員がおっしゃるとおり、１２月１日号の広報

につきましては、手前どもで減便になった時

刻表はもとより、保存版用としてなるべく大

きくということで、折り込みでＡ３版にして

改正後の時刻表を一緒に折り込んでおりま

す。それと今回は１２月１日号で今言われた

ように、利用促進、利用していただきたいで

すよと、なければ将来不安になりますよとい

うことも含めて掲載したところでありますけ

れども、多少利便性が高まるように配った、

折り込んだ時刻表には、ＪＲとの接続、それ

から滝芦線のバスの接続もイメージできるよ

うな、ちょっと工夫する点はまだまだ改良す

る点はございますけれども、まずちょっと１

回やってみようということで、広域での公共

交通と意識しながら時刻表を作ったところで

ございます。

懸念材料はまだまだ人口減少に限らず利用

者数が減っているというのは事実でございま

して、大まかに示したグラフのとおり、コロ

ナ前の利用者数には戻っておりません。この

辺のところが中央バスのほうの経営に大きく

打撃を与えている。それから先ほど、御答弁

の繰り返しになりますけれども、乗務員の確

保が非常に難しい状況が生まれているという

ところで、走らせたくても時間を減便せざる

を得ないという状況もあるということを我々

も認識しておりますし、そういった環境にあ

るということを機会あるごとに市民の方にも

お知らせしていきたいなというふうに考えて

おります。

○議長（本田加津子君） 質問の途中です

が、ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

────────────────

午前１１時１０分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開します。

一般質問を続けます。

能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 今回、本当、土曜・

日曜・祝日のみということで、平日に比べる

とやはり通学とか通勤者がいらっしゃらない

ということで、大した影響がないのかなとい

う感じはいたしますが、これから本当、先ほ

ど課長答弁にありましたとおり、どんどんど

んどんコロナ禍も回復していない、そういう

状態が続いていくと、これから公共バス、中

央バスの利用度がだんだん減っていく可能性

があるということです。

それで今回、歌志内市過疎地域持続的発展

市町村計画、この中の１９ページから２０

ページにかけまして、公共施設の整備、交通

手段の確保、また交通手段の項目の中で、今

後、バス路線の円滑な運行に向け利用頻度に

応じた運行時間、運行回数等の調整を図る必

要がある。一方、住民の移動手段の確保のた

めに、実情に応じた公共交通サービスの維

持、確保が必要であると記載をされておりま
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す。また一方、その対策として、交通手段確

保の項目では、アといたしまして、地域の公

共交通を維持・継続するための各種対策を図

る、イとしまして、地域のコミュニティバ

ス、デマンド型交通等について調査を進め、

導入について検討する、またウにつきまして

は、市民同士のライドシェアについて研究

し、実証実験を検討すると、こう記載されて

おります。

基本的に、先ほど課長答弁もありました、

今、政府でライドシェア問題が取り沙汰され

ておりますが、ライドシェアにつきまして

は、まだいろいろな諸問題があって、これは

かなり時間がかかっていくのかなという自分

の認識ではあります。こういうことを鑑みた

ときに、またこれから市として今後どのよう

な研究をされて、またいつ頃までをめどにこ

の協議を、めどについていつ頃までにこの最

終的に着地点として協議をされていっている

のか、その点についてお聞きしたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 先ほどの御

答弁でも申し上げたとおり、本市の唯一のバ

ス路線の路線の維持・確保というのが大前提

になった上で、並行してそういったライド

シェア含めまして研究していかなければなら

ないというふうには以前からお話ししている

とおりでございまして、期限がいつまでにと

いうことではございませんですけれども、こ

れは過疎地域の計画にも掲載しております

し、総合計画のほうでも、基本的には路線の

維持・確保というのが前提に置きながら、ま

ずは歌志内の市内でどういった交通体系とい

うのが望ましいのかということを改めて考え

ていく必要があります。昨年来、中空知地域

において公共交通協議会というのを設けまし

て、北海道の振興局のほうで計画をつくった

ところでございますので、そういった広域的

な観点で公共交通を考えなければならない

と。これは今、実証実験で市内移動の助成事

業というのをやっておりますけれども、今、

その結果がまとめられつつ、今、アンケート

もやられておりますので、そういったところ

のニーズの、市民からのニーズも聞きなが

ら、どういった、歌志内にとって交通体系と

いうのが望ましいのかとういうのは、ライド

シェアとか、今言われているもの以外も含め

て検討していかなければならないのかなと

思っておりますし、実際、文珠地区のほうで

町内会と民間の福祉施設とが連携して、試行

的にそういったところに取り組むかという動

きもあるように聞いておりますので、そのこ

とを発展していくのか含めて見守っていきた

いなというふうに思っております。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 基本的には、着地点

というところは目に見えない、これからどん

どんどんどん協議を進めていって、最終的な

ところが着地点となると思います。

今、課長答弁の中に、空知振興局が中心と

なっている、中空知地域公共交通活性化協議

会、これは実際にありました。この協議会、

中空知５市１町から形成されているものと私

は認識をしております。今年度につきまして

も、５月に１回と６月に１回、５月は１回

目、６月は２回目となる協議会が開催されて

おります。

昨年も同様に２回の協議会が開催されてい

るかと思います。その６月協議会の中で、地

域住民の生活を支え、また持続可能な将来の

交通体制を構築するため、地域公共交通のマ

スタープランとなる中空知地域公共交通計

画、これ先ほど課長が答弁されました。ま

た、空知地域公共交通計画素案についてもパ

ブリックコメントとかの結果が提出されてい

るかと思います。その結果の中にこういうも

のがありました。案を修正していないが、今

後の施策の進め方等の参考とするものとし

て、目的地まで移動手段についてですが、公

共交通機関の利用率を上げるためには、降車

してから目的地までの移動手段を提供できる

かが重要課題と考えますと。現在の路線で
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は、降車してからタクシーに乗車するか、徒

歩で歩かなくてはならず、自家用車で移動す

るよりも金銭的、時間的な負担が大きい。デ

マンド交通の充実や自転車、電動キックボー

ド、小型電動自動車、乗っておばあちゃん、

おじいちゃんが乗るやつなのですけれども、

レンタルできる仕組みなど、自宅から目的地

までの交通手段が確保できれば、自家用車か

らの切り替えも進むかもしれませんねと、こ

ういう記述があります。その点について、課

長どう思われているか、ちょっと御見解をお

聞きしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） この協議会

でつくった交通計画の中で、最終的にそう

いったパブリックコメントとかいろいろな御

意見があるというのも私のほうも承知してお

ります。

今、議員おっしゃられた件についても目に

はしておりまして、歌志内の中で申します

と、前にも言ったことがあるかと思うのです

けれども、バス停から自宅までの距離という

のが約３００メートル以内ぐらいの範囲で大

体収まるというようなのが大体の実態でござ

います。歌志内に限っては。ただ、この広域

的な部分でいきますと、砂川市、滝川市、周

辺の自治体でいくと、バスを降りてから自

宅、もしくは買い物に行くスーパー等に向か

う、たまたまバス停が近くにあればいいので

すけれども、やはり一定の距離がある中で移

動しなければならないということで、実態と

してそういった御意見があったというふうに

私は認識しております。

その件に関しましては、歌志内市内、市に

限っては、バス停からは比較的近い状況にあ

りまして、いわゆる前にもお話ししたことあ

りますけれども、空白地域が実はない地域で

ございますので、幸いにして狭隘な幹線道路

が１本しかないという状況の中で、路線バス

が走っているということなものですから、道

道に出ればバスに乗れるという状況には今現

在ありますけれども、ただ、中にはやはり高

齢になって、その１００メーター、２００

メーターもなかなか歩くことが大変だという

ふうには話も聞いておりますので、その行動

のところの部分、どうやって補完していくか

というか、手を差し伸べるかというのは、今

後の課題だなというふうに認識しておりま

す。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 地域性は、これは

多々あるかとは思うのです。本当は、今、課

長答弁がありましたとおり、歌志内につきま

しては、バス停から降りてほぼほぼ自宅が３

００メートル以内圏内に存在する、これは

重々承知はしております。

ただ、やはりバス利用していただくために

は、ほかの手段、先ほどからの課長答弁があ

りましたけれども、この手段を考えていただ

いて、本当この中央バスというのは、今、歌

志内においては重要な交通機関であります。

やはりこれを維持しながら、なおかつ市民に

どの程度提供できるか、そういうものを考え

ていったときに、今後のものもいろいろな議

論をしていかなければならない、これはも

う、私が議員になったときからデマンド交通

等々、またライドシェア等々についてもやっ

ているところの例は挙げながら再三質問させ

ていただいているところではございますが、

正直言って提案したからすぐこれが実現でき

るかということではありません。これからま

た長期間、考えていかなければならない諸問

題、交通機関であったとは思うのですけれど

も、やはりこれは、本当、今、中空知もやっ

てますけれども、十二分に協議を進めていっ

た上で、この歌志内にとって現状本当に何が

いいのか、何を皆さんが、市民が望んでいる

のか、そういう要望はたくさん届いているの

は現実であります。先ほど言った高齢化率も

５４％になります。あと、歌志内につきまし

ても、５年、１０年先を見たときには、高齢

化率は多分もっと上いっているかなと思いま

す。そのときになってからどうしようという
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ことでは、課長もその辺は重々御検討されて

おりますけれども、そういうことを今から

やっていっていただければなと思います。

そこで、ちょっと市長にお伺いしたいと思

いますけれども、これまで本当、私、何度か

公共交通機関に関しては質問させていただき

ました。令和３年の定例会では、東川町と町

内会の取組、先ほど課長からもちょっと文珠

方面でということでありましたけれども、自

治会自らが市から仮り受けた公有車を使っ

て、車を運転しない高齢者を地域住民が見

守って送迎するシステム、また令和２年の９

月定例では、今、政府が進めようとしている

ライドシェアに関して、これは天塩町でした

けれども、内容等交えて提案をさせていただ

いております。

公共交通の在り方について、本当るる説明

をさせていただきました。そのときの市長答

弁として、高齢化率が高い本市においては、

そういった利便性のあるデマンド、あるいは

支え合い、そういう交通手段も必要かなと

思っております。また、内部でどういうこと

がいいのかということで協議・研究はしてい

るところでございます。また、総合的にどう

いう形がいいのかということで、外出支援も

含めて総合的に検討していきたいと思ってお

ります、こういう御答弁がありました。現

在、実証実験として高齢者市内移動支援、７

５歳以上に対してはタクシー５００円、バス

１００円、これは皆さん喜んでいるものでご

ざいます。次年度も続けていっていただけれ

ばと思います。

また、今後において市民、または交通弱者

と呼ばれる方に対して、どのような公共交通

機関対策なるものが理想的、または抜本的な

解決策となり得ると市長は今現在お考えなの

か、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） なかなか難しい質問

なのですけれども、抜本的解決というのはな

かなか見い出せない状況ではございますが、

やはり能登議員から今、やはり重要な部分と

いうのは中央バスをいかに堅持していくとい

うことにあるかなと思います。土・日は８便

ということで減便になったところでございま

すが、この中央バスにつきましても、それぞ

れ中央バスにつきましては国のほうにいろい

ろなお願いをしているというふうに伺ってお

ります。

バスもかなり老朽化しております。また、

そのバスも中央バスが購入するということで

なく、補助金を頂いた中で低床のバスとか

もっとコンパクトなバスということもいろい

ろ中央バスのほうでも検討しているというふ

うには伺っております。

当市の場合、今ほど外出支援のお話があり

ましたが、現在、今７５歳以上ということで

試行しているところでございます。大体月３

００人前後、タクシー３００人、バス３００

人というふうに分析結果がなっておりまし

て、皆さん非常に利用していただいているの

かなというふうに感じております。

まさに入口から入口といいますか、自宅か

ら電話をして自宅に来るというのがタクシー

でございますので、これに勝るものはなかな

かないのかなとは思いますけれども、いずれ

にいたしましても市のほうで個人負担の差額

を払うということになりますと、財政的な状

況も踏まえた中で、公共交通の在り方として

デマンドも含めてライドシェアということも

念頭に置きながら進めていかなければならな

いのかなと思います。

ライドシェアにつきましては、いろいろな

問題、タクシー会社とのその辺との関わりの

問題もあると思います。

そんな中で、当面、この外出支援につきま

しては、後ほど川野議員のほうの質問に対し

てもお答えすることになると思いますけれど

も、年齢等についていろいろ検討しながら、

また財政状況も見極めながら年齢の引下げ等

も含めて、まずは検討していきたいというふ

うに思っております。

また併せて公共交通の利便性の向上という

ことで、ライドシェア、デマンドという部分
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についても研究をしていかなければならない

かなと思っております。

今後、将来的に、やはりＣＯ₂の削減とい

うことになりますと電気自動車、あるいは無

人のレベル４ですか、そういった運転手がい

なくても道路上を走るというようなことにも

なっていくのかなと思っておりますけれど

も、これはまだまだ先の話でありますし、北

海道は雪国でございますので、雪の克服とい

うこともあろうかなと思います。

いずれにいたしましても、調査・研究を進

めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） ありがとうございま

す。

ちょっと再三くどくはなりますけれども、

本当、今後、このままいくと、歌志内市の人

口が本当進む、並行しながら、当然ながら利

用する乗車数も減少しています。本当最悪、

午前中に１便、お昼頃に１便、午後から１

便、１日３便になる可能性も、これは多々あ

ることです。このまま何もしないでいけばの

話ですけれども。

本当に最終的には、中央バスも、すみませ

ん、歌志内線は廃止させていただきます、こ

ういう最悪の事態も懸念されていきます、今

後。そういう中で、今から本当、先ほど来課

長、また市長答弁をいただいておりますけれ

ども、対策を取っていかなければならない、

今から手を打っていかなければならない、そ

う私は思います。若い世代がまたこれから公

共交通のことで悩まないように、別の交通機

関も視野に入れて取り組んでいかなければな

らないと思います。

例えば本当先ほどから出ているデマンド、

乗り合い、ライドシェア、このほかにコミュ

ニティバスというものもあります。先ほど課

長が空白地帯はないということなのですけれ

ども、コミュニティバスにつきましては、基

本的に空白路線はないということではうたわ

れておりますが、根本的にはコミュニティに

関しては空白云々という決まった定かなもの

がないということでなってますので、ぜひそ

ういうものを並行して取り入れていただいて

いきながら、また迅速、果敢にこの政策を推

し進めていっていただきたいと思いますけれ

ども、その辺、再度くどい質問になりますけ

れども、その辺をどう捉えているか、ちょっ

とまたお答えいただければと思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 人口減少とともに中

央バスの経営を考えると、減便も今後そうい

う話も出てくるのではないかなというような

お話でございます。

先ほど、繰り返しになりますが、外出支援

ということで、バス、タクシーを市民の皆さ

んに、７５歳以上でございますけれども、利

用していただくということで、これにつきま

しては、御存じのとおり個人負担１００円で

最大３６０円の２６０円を当市のほうで中央

バスにお支払いをしているところでございま

す。直接中央バスに補助金ということも、そ

ういう考え方もありますけれども、市民の皆

さんを介したといいますか、市民の皆さんを

通して中央バスにたくさんの方を乗っていた

だくことによって、２６０円掛ける人数分が

中央バスにいくということでございますの

で、中央バスのほうもそういった意味では現

状よりはそういう市の取組に対して一定の収

益、一定の運賃、そういうものが入るという

ことで、これは今後も進めながら、また減便

等々があまりにもいろいろな問題を起こすこ

とになれば、市としても単独で何かの方法を

考えるとか、そういうことを進めていかなけ

ればならないかなというふうには思っており

ます。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 今、市長答弁があり

ました。最悪的に本当に中央バス等々なくな

れば、市が責任をもって市営バス等々を運行

する自体になりかねないという、そういう事

態になりますので、よろしくお願いします。

基本的に交通機関については、いろいろな
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ことがこれから想定されますけれども、一日

でも早い道筋をつけていただいて、まず今、

歌志内に住んでいる方々へ、今後、交通機関

体制は盤石なのだよということを訴えて、市

民の方に安堵感を持たせていただく、そうい

う結果を市民も望んでいるかと思います。ま

ずは迅速な対応をちょっとよろしくお願いし

たいと思います。

次の質問、重点支援地方交付金についての

質問に移らさせていただきたいと思います。

課長からの本当先ほどからるる御答弁があ

りましたけれども、今回、政府の補正予算と

しまして重点支援地方交付金が臨時議会で可

決成立されました。その重点支援地方交付金

には低所得者世帯枠として１.１兆円、推奨

事業メニューとして５,０００億円、合わせ

ての１.６兆円が拡張されております。

本市への給付額というのは、これは私は分

かりませんけれども、本定例会においても低

所得者また均等割、住民税均等割につきまし

ては、１世帯７万円の支給ということで議案

提案がありましたが、本市としてこの低所得

者に対しての１世帯７万円支給というのは、

年内中に支給は可能かどうか、ちょっともう

１回、確認のためお願いします。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 年内に支

給するように、今、手続を行っております。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 速やかな対応で年内

支給していただきたいと思います。

まず、これから師走になり、お正月を迎え

る世帯が多々多くあります。７万円頂くと、

多少ですけれども、お正月もそれなりの御馳

走を食べることができるのかなと、ぜひそう

思いますので、年内支給を可能な限りできる

ように、よろしくお願いを申し上げます。

先ほど触れましたけれども、この重点支援

地方交付金には、低所得者世帯枠、今言った

ものと、推奨事業メニューもありますが、そ

の推奨事業メニューの中には、生活者支援用

と事業者支援用に２区分されております。読

んでごとく、生活者に対しての支給、支援給

付として、また事業者に対しての支援給付と

しての活用を促す給付金でございます。

この生活者支援用では、消費の下支えをす

るための項目がありまして、そこに記載され

ているのが、エネルギーや食料品等の価格の

物価高騰を受けた生活者に対して、プレミア

ム商品券や地域で活用できるマイナポイント

等を発行して消費を下支えする取組を行って

くださいとか、ＬＰガス使用世帯への給付等

の支援とかも行ってもいいですよというのが

書いている。今回、先ほど低所得者世帯には

現金給付１世帯７万円でございますけれど

も、それで政府の物価高騰対策支援の中で、

現役世帯の方については、我々は税金を納め

ているのに何の支援もないのではないかとい

う、そういう声が上がっているというのが実

感であります。この現役世帯に対しても、来

年６月に所得税の３万円と住民税１万円、合

わせて４万円の定額減税が明記はされており

ますけれども、これは来年の話です。半年間

後のことです。そういう方たちがいますけれ

ども、これも１回こっきりでと言いますか、

１回だけの支援ということなのです。で、現

役世帯は、何も支援を受けていないような気

がしますということが言われております。そ

の中で、本市として生活支援枠で使っている

水道料、また下水道料助成など、またＬＰガ

ス代、もしくは現金等々の支援はできないの

か、その辺をちょっとお伺いしたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 昨今の物価

高騰なり燃料高騰の関係で、先ほど御答弁申

し上げたとおり、家計の負担は非常に重く

なっているということにつきましては、私ど

もも認識しているところでございます。

歌志内市といたしましては、６月の定例

会、それから１０月の臨時会含めまして、全

市民１世帯当たり１万円の商品券を２回にわ
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たって交付しているところでございます。そ

れ以外に事業者支援ということも含めて福祉

施設への支援を行ってきたところでございま

す。

これは他の周辺自治体と比べても、実は先

行して取り組んできた部分もございますし、

さらに上乗せをしてやってきている部分もご

ざいます。実際今、市民向けの商品券につき

ましては、２月末までの使用期限、それと重

複して商工会議所が中心になって行っても

らっていますプレミアム商品券につきまして

も、２月末までの利用期限ということになっ

ておりますので、できればその辺を活用して

いただきながら、この年を乗り越えていただ

ければなというふうには考えておりますけれ

ども、そういった幅広い、北海道のほうも独

自にＬＰガスの世帯に助成をするとかという

ふうなこともございますので、今、先ほど答

弁でもお話ししましたけれども、庁内におい

て各所管からそういった事業の洗い出しをお

願いをしておりますので、今しばらく待って

いただきたいなというふうに考えておりま

す。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 確かに地域振興券、

年内２万円頂きましたし、商品券あります。

結局また商品券とか振興券になると重複して

使い切れないということがあるので、基本的

にはできれば現金、これから加味されると思

いますけれども、予算が伴ってのことなので

すけれども、ぜひやはりそういう現役世代に

もああという、よかったねというような一声

をいただけるような政策をまたちょっとやっ

ていただいて、できれば個人的にはいつも言

うように現金支給が一番いいのかなとは思っ

てますので、その辺よろしくお願いいたしま

す。

また、事業者用に向けても医療機関とか介

護施設、福祉機関等々、また学校施設、また

事業者にもエネルギーの価格高騰の影響を受

ける中小企業や商店街、自治会等に負担緩

和、こういう省エネに対しての予算もついて

おります。こういうのは実施計画を立てて、

たしか１２月２２日の１２時までに提出しな

ければできない、たしか内容のものだと思い

ますけれども、その辺の事業主に対しての事

業に対する支援等々はどう考えているのかお

伺いしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 事業者支援

ということを含めまして、先ほどの御答弁で

申し上げましたとおり、会議所なり金融機関

の御意見も聞きながら、状況を把握しながら

考えていきたいと思っております。特に燃料

高騰によって、やはり大量に燃料を使ってい

る事業者等々もございますし、水道料金が非

常に多く使わなければならない事業所という

のもございます。そういったことも加味しな

がら考えていきたいなというふうに思ってお

ります。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 先ほど来、本当、年

末もありますし、やはり高騰物価、またエネ

ルギー、本当苦しんでいる事業所、また世帯

多々あります。何とかそういう方たちに対し

てもよかったねと言っていただけるよう市

政、設備をしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

以上をもって、私の質問とさせていただき

ます。ありがとうございました。

○議長（本田加津子君） 能登直樹さんの質

問を打ち切ります。

質問順序２、議席番号５番、川野敏夫さ

ん。

一つ、歌志内市の交通安全関連の団体、協

会等の組織について。

一つ、高齢者の外出支援について。

一つ、（仮称）児童センター等一元化施設

工事について。

一つ、歌志内の伝統、文化の継承とイベン

トについて。

以上、４件について。

川野敏夫さん。
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○５番（川野敏夫君） 今回、４件質問させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

件名の１、歌志内市の交通安全関連の団

体、協会等の組織について。

この時期、各地で冬型の交通事故の報道が

あります。歌志内市は、市民総意で交通死亡

事故死ゼロ５,０００日を目指しています。

そんな中で、交通安全への体制について伺い

ます。

①市の関連する交通安全関連の団体及び組

織に現在どのような活動があるのかを伺いま

す。

②交通安全に関しては、赤歌警察との関連

もあって、赤平市との連携も重要視されると

思うが、確立されているのか伺います。

③交通安全に活動されている各委員に対す

る報酬、費用弁償等の支給が滞っていた件は

解消されたようだが、今後かかる事態発生回

避への改善策が確立されたのか伺います。

件名の２、高齢者の外出支援について。

①買い物外出支援の実証実験が年度末まで

継続されているとのことだが、即来年度予算

への反映をどのように検討されているのか伺

います。

②公共交通機関以外での外出支援施策につ

いての検討はされているのか伺います。

件名の３、（仮称）児童センター等一元化

施設工事について。

公共建設事業などの見直し、検討が続く中

で、必要最小限の機能を備えた計画とのこと

なので、再度伺います。

①現在の事業の進捗状況を伺います。

②それぞれのエリアの利用人数が、完成時

の人口規模に対しての想定と合致しているの

か伺います。

件名の４、歌志内市の伝統、文化の継承と

イベントについて。

①こもれび、大正館、ゆめつむぎ、観光館

の周囲エリアが歌志内の芸術文化にふさわし

くつながっていくと期待をしたいが、実現性

への見解はいかがか。

②歌志内のイベントとして、なまはげ、市

民祭り等が定着してきているが、昔からの盆

踊りを文化として継承し、支援すべきと思う

がいかがか。

③歌志内の冬の文化はスキーです。これを

継承する適切な連携、支援が必要と思うが、

いかがか。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 理事者答弁、佐藤

市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 私のほうから、

件名１、歌志内市の交通安全関連の団体、協

会等の組織について、①から③番について、

一連の流れで御説明させていただきます。

まず、①の市の関連する組織で市民課が事

務局となっているものは、歌志内市交通事故

死ゼロ作戦本部、歌志内市交通安全推進協議

会、歌志内市交通指導員会、歌志内交通安全

協会があります。

各組織の主な活動は、推進協議会では地域

組織における交通指導部の育成と実践活動の

指導、指導員会では、主要な横断歩道並びに

交差点等における児童生徒等の登下校におけ

る安全通行の指導、安全協会では交通安全功

労者の表彰などが挙げられます。また、これ

らの団体のまとめ役として、歌志内市交通事

故死ゼロ作戦本部があり、主に交通事故死ゼ

ロに向けた目標の実施計画や市内の交通機

関、交通関係団体、町内会連合会、婦人会連

絡協議会、校長会、老人クラブ連合会、赤歌

警察署、そして市議会との連絡調整を行い、

春、夏、秋の各季における交通安全運動を実

践しているところでございます。

次に、②の赤平市との連携でございます

が、交通安全協会につきましては、赤平交通

安全協会に免許更新時の受付事務を依頼して

おり、また安全運転管理者協会に関しては、

赤歌地区安全運転管理者協会歌志内支部がご

ざいます。赤平市との連携ということでは、

特段の確立されたものはございません。

次に、③の今後の改善策の確立であります

が、①の質問にあった各組織につきまして
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は、事業内容や役員、会員が重複している部

分が多々ございます。その分、会議出席者の

重複や事務も煩雑となることもございます。

現在、交通事故死ゼロ５,０００日達成に

向け、交通安全運動を展開しておりますが、

各種団体においては、人口減少に伴い、地域

の担い手、役員の担い手に困難さが増してき

て、人選にも苦慮していることを聞いており

ます。今後は、各組織の事業内容を洗い出す

とともに、組織の統合や再編を視野に入れ、

組織の調整を図ることにより、この事態発生

回避に向けた改善となることと考えておりま

す。

以上です。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 私のほう

から、件名の２、高齢者の外出支援について

の①と②について答弁いたします。

初めに、①来年度予算への反映をどのよう

に検討されているのかについてであります

が、事業実施に向けて来年度予算へ計上する

予定です。なお、現在行われている北星学園

大学による実証実験の分析や市内乗車券を交

付している方への聞き取り結果、また冬期間

の利用実態を想定する中で、次年度以降の本

格実施について関係課で検討中であり、基本

的に年齢要件を引き下げる方向で予算計上を

する考えであります。

次に、②公共交通機関以外での外出支援施

策についての検討はされているのかについて

ですが、地域住民の移動手段となるバス路線

を維持・確保することは重要な課題と考えて

おりますが、高齢化や人口減少に伴い、現在

の公共交通の在り方を見直さなければならな

い時期が来ると考えております。現在、公共

交通機関以外にどのような高齢者の外出支援

が必要か、北星学園大学と市内移動の分析を

反映させ、将来を見据えた支援を検討してお

り、公共交通機関の存続と公共交通機関以外

の支援の共存を考えております。今後も高齢

者のみならず市民の移動手段の確保において

どのような支援が必要か、関係所管とも協議

してまいります。

以上です。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 私からは、件名

３、（仮称）児童センター等一元化施設工事

についてと件名４、歌志内の伝統、文化の承

継とイベントについての①について御答弁申

し上げます。

まず、件名３の①児童センター等一元化施

設工事の現在の進捗状況についてであります

が、予定どおり実施設計業務が進んでおり、

建物につきましては、整備費の精度を高める

ために使用する鉄骨やコンクリート量の積算

を進めているところであります。設備設計に

つきましては、外壁、床、屋根等の構造から

建物が消費するエネルギーの算定作業等を進

めております。公園設計は、測量データを基

に実施設計図を作成する作業が進み、仕上げ

の段階となっております。現在、建物や駐車

場、アプローチの関係性を細かく調整する作

業を行っております。地中熱の利用に関しま

しては、調査データの解析を終え、設備設計

を行っている状況でございます。

次に、②の利用人員が完成時の人口規模に

合致しているのかということでございます

が、計画の規模につきましては、児童厚生施

設、コミュニティー施設、図書館の各エリア

において現状の定員、目的、蔵書数に合わせ

設定しております。具体的に、児童厚生施設

は、学童保育室の定員１５名に合わせており

ます。図書館は、現蔵書数約３万冊を備える

ことができるスペースを確保し、コミュニ

ティースペースの研修室は２０人程度の利用

者を想定しております。また、多目的ホール

につきましては、集会のみの利用ではなく、

市民体育館廃止後の代替施設の機能を持たせ

ますが、現在の市民体育館の規模では施設が

大きくなりますので、ミニバレーやバドミン

トンなどができるスペースに縮小し、計画し

ております。また、児童厚生施設に設置を要

する集会室や図書コーナーにつきましては、



─ 55 ─

ほかのエリアと共用することとし、限られた

スペースを効率よく利用できるよう計画して

おります。

次に、件名４の①こもれび、観光館等の周

囲エリアが芸術文化につながっていくことへ

の見解についてでありますが、こもれびの杜

記念館、郷土館ゆめつむぎ、私設ギャラリー

の大正館につきましては、本市の芸術文化関

連施設としてそれぞれ貴重な役割を担ってお

り、過去に３館合同のイベントを開催したこ

ともございます。しかし、現在、こもれびの

杜記念館につきましては、老朽化が著しく、

床材や外壁の損傷により入館者の安全を確保

することが難しい状況となっており、来年の

ゴールデンウィークの公開をもって閉館を検

討しているところであります。今後は郷土館

の展示スペースのリニューアルやコミュニ

ティセンターでの作品展示などに取り組み、

郷土館を中心としたエリアにおいて本市の芸

術文化を伝えてまいります。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 私のほうから、

件名４、歌志内の伝統、文化の継承とイベン

トについての②、③について御答弁申し上げ

ます。

初めに、②盆踊りを文化として継承し、支

援すべきについてでございますが、歌志内の

代表的なイベントであるなまはげ祭り、市民

祭りについては、新型コロナウイルス感染症

の影響等により中止しておりましたが、なま

はげ祭りについては本年２月５日、市民祭り

については７月９日にいずれも実行委員会主

催の下開催いたしました。数年ぶりに開催し

たこともあり、両お祭りとも市内外から多く

の来場者によりにぎわいを取り戻し、盛況に

終わったところであります。

また、盆踊りにつきましては、こちらも各

町内会の御努力により、４年ぶりに開催され

ました。各家庭においては、夕方頃から子供

盆踊りの歌が聞こえ、夜の時間帯になると大

人盆踊りに変わり、太鼓の音に合わせ、北海

盆唄が響き渡りました。このような情景は、

歌志内の文化の一つでもあり、夏の風物詩と

して継承する意義があるものと捉え、市とい

たしましても必要な御支援、御協力を行って

まいりたいと考えます。

次に、③歌志内の冬の文化、スキーについ

てでございます。歌志内におきましては、数

多くのスキー選手を輩出しており、かもい岳

国際スキー場も全国的に名の知れたスキー場

になりました。現在は、市が譲渡したＭ・か

もい岳株式会社が運営を行っておりますが、

昨今の新型コロナウイルス感染症や物価高騰

の影響等により、当初の計画どおりの運営が

なされていない状況にあることから、スキー

場のにぎわいを取り戻し継続させるために

も、同社との連携はもとより、市民をはじめ

広く利用者の健康増進を図るとともに、観光

の振興に資するため、今定例会におきまして

固定資産税の減免の特例に関する条例の制定

について上程させていただいたところであり

ます。

以上です。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） ありがとうございま

した。午前中にちょっと確認したいことがあ

りますので、市民祭りに関してちょっとした

意見で、芸能人を呼んでという開催にそろそ

ろ一考があってもいいのではないのかという

意見がございました。それよりは、ふんどし

を巻いた若者が踊る、ああいう光景のほうが

楽しいなと、そういうような話があったので

すけれども、その辺の来年度に向けての考察

というのはあるのですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 今年、市民祭り

実施しましたが、終わった後にも実行委員会

の中では、今年芸能人、歌志内のＰＲ大使で

あります何ン田研二さんと歌志内出身のｎｏ

ｎｏｃさん、それとＰＲ大使の野中姉妹とい

うお二人の姉妹の方に来ていただいたのです

けれども、確かに実行委員会の中でも、芸能

人を呼ぶということはそれなりの金額がかか
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りますので、また何ていうのでしょう、原点

に戻ってといいますか、歌志内に合った、歌

志内市民による出演とかそういったこともい

いのではないかという、そういう考え方も出

てきております。今後また来年に向けてどう

するかというのはこれから具体的になってい

くと思うのですが、実行委員会の中でもそう

いった芸能人をちょっと考えなければならな

いのではないかという考え方にはなっている

ところであります。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 盆踊りなのですけれ

ども、今回は町内会の主催として４年ぶりに

何とか皆さんの協力を得てできたかなと思う

のですけれども、ただ町内会主体のというの

はだんだん高齢化してきて、これだけでは来

年できるのかなと、もう今年でもやっとこ

だったのかなというふうに感じているので、

一応今回の皆さんの応援でできたのですけれ

ども、今後について主体を別の団体にしても

らって、我々町内会そのものはサブに回りた

いなというふうにも考えますので、そういう

団体を紹介していただいて、協議をさせてい

ただきたいと。その辺を教示願いたいのです

けれども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 盆踊りにつきま

しては、今年度、議員からも盆踊りの支援と

いうことでお話がありました。盆踊りに限ら

ず、市内におきます、何においても町内会に

おいてもですけれども、やはり今、人、人材

不足といいますか、皆さん高齢になって、何

をやるにしても大変な状況に来ているのかな

というふうに考えております。市民祭りも実

際にそういう状況があります。

市民祭りと盆踊りも一本化にしてはという

ような声も聞こえてきてはおりますが、市民

祭りも盆踊りも今年４年ぶりに開催したとい

うことで、やはりこれは長年やってきた歴史

といいますか、そういった経緯を踏まえて今

年も同様の形式で行われたと思われます。だ

から一本化となると、それぞれやってきた歴

史がありますので、これはどうなのだ、あれ

はどうなのだというふうになろうかと思いま

す。もしやるとすれば一度ゼロベースにする

とか、そういった形で新たなイベントを立ち

上げるというような考え方に立たないと、な

かなかちょっと一本化にするにしても難しい

部分があるのかなというふうに思います。い

ずれにしても人材不足という部分があります

ので、それらに関しましては、市のほうとし

ましても何らかの支援というふうには考えて

いかなければならないなというふうに考えて

おります。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） この盆踊り、出だし

は本町商店街、飲料店組合だったのですけれ

ども、歌志内に寂しくなってそういう団体が

ございません。それで、主立って団体だと思

えるのが町内会連合会、それと商工会議所の

皆さんだと思うので、何とか頼れるようなお

口添えをいただきたいと思うのですが、いか

がでしょうか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 盆踊りにつきま

しては、本町商店街もありますが、今、実際

に中村地区でも盆踊りが開催されておりま

す。また、文珠新泉町のほうでもあるという

ふうに伺っております。そちらのほうの絡み

もいろいろあるかとは思いますけれども、

今、大きな盆踊りとしては本町地区で行って

いると思います。町内会連合会の皆さんの力

はもちろんそうですけれども、商工会議所と

いう今お話がありました。何らかの形で何か

調整を図れればというふうに考えたいと思い

ますけれども、必ずこうしますというお話は

できませんけれども、前向きにちょっと考え

たいなというふうに思います。

○５番（川野敏夫君） ありがとうございま

した。

○議長（本田加津子君） 一般質問の途中で

すが、ここで午後１時まで休憩いたします。

午後 ０時０２分 休憩

────────────────
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午後 ０時５７分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開します。

一般質問を続けます。

川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 午前中にやるべきこ

とはやったので、後はゆっくりやりたいと思

いますので。

最後の最後の問題というか、件数に書いて

いたのですけれども、歌志内の冬の文化、こ

れはスキーだよというのは、かもい岳自体が

歌志内のシンボルということは、歌志内市民

のみならず、異存はないと思います。一旦閉

鎖されて、民間が再開してくれたという経緯

も、皆さん御承知のとおりだと思います。そ

れで、現在は市民の雇用を守ったり、言って

みれば歌志内の誇りを守ったりするために、

今回提案されました固定資産の減免、こうい

う特例も含めて、今後も市民が納得できる範

囲の支援をすべきと私は考えるのですけれど

も、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） スキーが歌志内

の文化というお話でありますが、先ほどの答

弁にもありましたけれども、歌志内はスキー

でかもい岳も有名になったという部分があり

ます。一度市から手が離れたスキー場であり

ますが、今、Ｍ・かもい岳という会社が運営

を行っております。これは市にとってもあり

がたい話といいますか、助けていただいてる

といいますか、そのかもい岳を存続させてい

ただいているという、そういった思いがあり

ます。そういった意味では、このたびのこの

固定資産税の減免という部分に限らず、かも

い岳との連携を取っていかなければならない

なというふうに考えております。それによっ

て市民の健康増進ですとか体力向上、そう

いった部分で寄与していきたいというふうに

考えております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） それでは、市の交通

安全に関するいろいろな団体があるというこ

と、改めて教えていただきました。この団体

それぞれに補助金というのは交付されている

のですか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） それぞれに補助

金は交付しております。ただ、その年度に

よって繰越金の額が多くあったら、またその

明年次においての事業計画において大きな事

業がないだとか、それがそこの団体のいわゆ

る残高に応じた状況で、都度都度補助金の額

については、金額を２０万円なり３０万円も

あれば、場合によってはゼロ円という形で、

内容の状況に応じた金額を市のほうに要望し

て、補助金を頂いている状況でございます。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 答弁の中にもあった

のですけれども、この交通安全に関する団体

というのが多々ありますけれども、できれば

統合したいのだというふうな答弁もありまし

た。やはりそれぞれ恐らく重複している役員

というか委員がおると思うのですけれども、

やはり統合してそれぞれの連携がスムーズに

いったほうがいいのかなと。それぞれ発足の

きっかけが違うのがあるのかもしれませんけ

れども、この歌志内の交通安全は全部一致し

て動いているのだよというほうが、私もス

ムーズな活動ができるのではないかと思うの

ですけれども、もう一度その統合についての

お考えをお尋ねいたします。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 皆様方も御承知

のとおり、歌志内市においては人口が減少し

ている状態でございます。その中で、町内会

の役員に関しましても高齢化が進んでいるの

ではないか。何と言っても、この交通安全運

動の母体となっているのは、各町内会の役員

の方々が各地域において地道な活動なりをし

ていただいた結果、今、四千何百日という経

過があって、明年１０月には５,０００日交

通事故死ゼロを達成すると。決して歌志内市

もこの狭隘な道路で交通環境が適切なのかど

うなのかとなると、やはり昔からの住民に対
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して、またそれらを支えていただいている活

動者に対して本当に敬意を表したいと思いま

すし、その経過があってつながっているので

はないかなと思っております。ただ、その下

支え、いろいろ活動していただいている方々

が、もう高齢化になっている、正直なとこ

ろ。そうなってくると、いろいろな団体を

持っていて、似たり寄ったりしていた場合、

会議を招集するにも、いや、この間やったで

はないかとか、もう知っているよだとか、逆

に言ったら、出すもの大変だわとか、その辺

をやはりコンパクトにしていきたいなという

考え方はございます。ただ、現在、皆様方御

承知のとおり、５,０００日という段階、交

通事故死ゼロ５,０００日ということで、市

民一丸となって運動展開をしてきているとこ

ろでございます。私が市民課長になってから

も、令和２年、３年以上に人口減っていなが

らも参加していただいている、運動に参加し

ている数が減ってはいないのです。むしろ増

えていただいている。それはやはり皆さんそ

れぞれの何かの思いをもって活動していただ

いているのではないかなと思っています。そ

れまでの間は、今の現状の組織というものを

何とか維持しながら、ただその先において

は、市民のやはり動きやすさだとか、団体の

活動のしやすさ等考えていったならば、統廃

合だとかそういうことも視野に入れながら

やったほうが、さらなる発展性があるのでは

ないかなという考え方で私のほうでは申し上

げさせていただきます。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 私もそう思うのです

よね。同じような会合に顔出しているという

ような実感がありますので。中でも交通安全

協会、この活動に対しては、以前から赤平市

と共同で取り組んでいたという経緯がござい

ます。今はちょっと分離しているようですけ

れども、今後はこの体制を一緒にやったほう

がいいのか、このまま歌志内独自で、どうい

うふうな体制を考えておられますか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 交通安全協会、

正直言ってあまりいいような活動はできては

おりません。ただ、交通安全協会につきまし

ては、会員あっての協会でないかという考え

方でございます。私たちとしても、今、停滞

している役員構成、それら含めて、ちょっと

時間かかっておりますが、いろいろと会員の

総数、名前、もう調べてやってます。ただ、

現実的には、実は北海道交通安全協会という

一つの大きな組織があった中で、市民の皆さ

んも免許時の更新については、赤歌の警察署

で実施される方も、場合によっては札幌の手

稲に行って更新する方がいる、また厚別のほ

うでも行って、そうすることによって、実は

名簿がきちんと今されていないということで

ございます。されてないからといってそのま

まにしているわけではございません。その部

分につきましては、今、調整を図って、いろ

いろな形でもらえる形を今整えているところ

でございます。ただ、いかんせんそれも北海

道のほうに１回言って全部ちょっともらえな

いですか、歌志内市といったら、これ個人情

報がどうのこうのとかということで、まだ私

たちのほうもそういう部分にさらされている

状態です。過去にいろいろと書類が送られて

いるだとかということもあるものですから、

今現在、５年遡ってその人方の名簿なんかを

調整しながら、誰がしっかりしたメンバー、

会員になっているのか、会員を元に物事を進

めなければならないのではないかということ

で、非常につまびらかにするためにまだ

ちょっと時間がかかっておりますが、そうい

う調整を実は内部で調整させていただいてい

るというところでございます。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 内部で、やはりそう

だよね。交通安全協会ばかりでなく、私が出

入りしていた、例えば赤歌警察官友の会です

とか、それから赤歌地区暴力追放推進協議

会、あるいは防犯協会なんかもそうなのです

けれども、やはり歌志内と赤平が共同で動い

ているよということ自体が、何かいろいろな
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抑止につながっているのかなと思うので、で

きれば交通安全協会だけでいいのかどうか分

からないですけれども、交通安全に関して

も、いろいろな情報を集めながら共同でやっ

ていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いします。

また、今、交通環境グループは３人の態勢

でやっていますよね。その中で、事務処理の

ほかに、この間ちょっと見たら、相談ですと

か指導ですとか検査ですとか、それから現

地・現場の確認、ないしは広域行政なんかに

も多面にわたっているので、その辺業務が怠

るということはないでしょうけれども、これ

から先もこの態勢で大丈夫なのですか。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 組織の関係でござ

いますので、私のほうから御答弁させていた

だきます。

今、川野議員おっしゃられましたように、

環境交通の部分につきましては、受け持って

いる部分が多岐にわたっております。さらに

ただいま地球温暖化という環境に係る、私ど

ものほうにとっても大きな課題を持っている

部分でございます。こういったことも考えま

すと、実際のところ、職員の数という部分に

関しましては、全体を見ると非常に厳しい部

分はございますけれども、検討していく課題

の一つなのかなと、そのように思っておりま

す。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 分かりました。何と

か検討していただきたいなと思います。

先ほど来から、課長のほうから答弁の中に

ぽつぽつと出ているのですけれども、来年１

０月に死亡事故ゼロ５,０００日が達成され

るでしょう。あまりそのことにこだわってい

ると、期待が外れるとか、そんなジンクスも

あるようで、阪神タイガースは、「あれ」と

言っていたようなので、何とかあれの達成を

していただきたいなと思うのですけれども、

その達成した場合に、公表というか、それに

ついての何か行事的なものは予算として考え

ておられるのですか。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） あれということ

で、こういうことはあまり声を出している

と、私もそう思っておる１人でございます。

あまり、粛々と達成に向けた努力をしていき

たいなというふうに考えております。

まだ予算も庁内での審議ということでは決

まっておりません。私がここで言うと、

ちょっとどうなのだということもあるかもし

れませんけれども、私個人として担当を司る

上では、やはり今までの３,０００日や４,０

００日の達成期間と５,０００日というのは

意味合いが違うのではないかというふうに

思っております。今まででしたら、各種団体

の表彰をして、どうもありがとうございまし

たというような類いのものが多かったのか

な、それは当たり前のことではないのか。今

回は、私のほうの考えといたしましては、や

はり市民全員に何らかの達成したというよう

な形のものを、金額はちょっととどこがは申

し上げられませんけれども、そういうふうに

歌志内市民で自分も参加して、交通安全、あ

れ達成できたのだよなというような感じにこ

ぞって思ってもらえるようなことを考えてい

きたいなというふうに担当課長としては思っ

ているところでございます。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 担当課長の意見に賛

成です。その辺、庁内で十分もんでもらっ

て、本当、市民がうわあ、５,０００日とい

うふうな格好に喜んでもらえるような、そん

なセレモニーにしていただきたいなと思いま

す。

外出支援のほうなのですけれども、一応年

齢は下げようかと検討中だという話で、この

間の委員会なんかでも７５歳を７０歳までに

というような話もありました。その年齢的な

ものはどの辺をレベルに考えているのか、も

う一つ、その準備を私もお願いしたつもりな

のですけれども、バスの１００円は何とかな

らんのかいと。その辺は検討はされているの
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ですか。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） まず年齢

の引下げということなのですけれども、実証

実験行っている中で、利用されている方、割

と同じような方が使っていることが多いこと

もありまして、バスのほうでいきますと、減

便になったりというところで、事業所を盛り

上げなければ駄目かなというところで、利用

をもうちょっと増やすために年齢を下げる、

その年齢を何歳にするかということを今検討

しておりますが、６５歳まで下げて利用を増

やそうかと考えております。タクシーについ

ても、事業所を盛り上げるという形になるか

分からないですけれども、タクシーについて

も６５歳に下げようかと今、検討しておりま

す。

バスの１００円につきましては、ちょっと

幅を広げますので、金額のほうはまた事業を

展開する中でいろいろその辺加味して検討し

ていこうかと思っております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 分かりました。それ

にも賛成します。

先ほどの能登議員の質問の中にもあったの

ですけれども、減便云々に合わせて、私もた

またま外出してバスの運行を見るときに、お

客さんが乗っていない、空で運行していると

いうのをたまたま見つけるのです。今言うよ

うに、事業所の援助のためには、乗っている

恰好を見たい。先ほど１.２人とか０.９人と

かと説明ありましたけれども、何とかバスに

乗るチャンスをつくるのに、やはり今言う６

５歳まで引き下げる、ないしは、前にも言っ

たかもしれませんけれども、買い物ばかりで

はなく、とにかく移動するときには使いま

しょうみたいなことで啓発していただいて、

公共交通というか、中央バスの路線の確保の

ためにいろいろ作戦を立てていただきたいな

と。

さっき能登議員の答弁の中にも、路線確保

のためには、可能な限りの市の負担はするよ

という話だったのですけれども、その負担の

範囲というのは、例えば今のこの高齢者の外

出支援もそうでしょうし、何かほかに、直接

支援するというのもちょっと何かも分からな

いですけれども、公共交通に関してこの支援

も考えているよというのがあるのであれば、

可能な限りの負担の中に入っているのであれ

ば、その辺ちょっと説明していただきたいな

と思います。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 公共交通に

つきましては、先ほど来話しているとおり歌

志内唯一のバス路線ということで、維持・確

保というのは最大の課題だなというふうに

思っております。

それで、可能な限り負担をしていくという

のは、これは直接、先ほど話したのは、赤字

の部分を沿線自治体と一緒になって、まずは

御支援をしようという話合いをちょっと続け

ております。その最終的な負担の方法、割合

等については、今これから確定させていきま

して、予定では前回の常任委員会でもお話し

しているのですけれども、今年度から支援を

しようというスケジュールになっておりまし

て、いずれにしましても議会のほうに御説明

した上で、補正予算を組みながら今年度分を

支援をしようということにはもう既になって

おりまして、これは減便する、しないにかか

わらず、そういった状況にもう既になってお

ります。この可能な限りというのは、前回、

廃止になった焼山線がございますけれども、

たしかこの時には１,０００万円を超える負

担を最終的にはしてきたという経過がござい

ます。

この近隣の状況を見ますと、例えば浦臼町

当たりは２路線ほど廃止になったりした路線

がございまして、自前でコミュニティバスを

走らせたり、奈井江町と一緒になってバスを

走らせたりしております。年間５,０００万

円近い経費を賄っているという状況もござい
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ますので、その辺は私たち歌志内市の財政状

況を考えながら、できるところまで路線を守

るという、今のところはそういった考えでお

ります。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 分かりました。何と

か、広域との連携、その他もあるのでしょう

けれども、唯一の公共交通ですから、何とか

みんなで相談しながら守っていきましょう。

これも能登議員の答弁にあったので、それ

ほど深くは追求しない予定だったのですけれ

ども、どこかで高齢者ばかりでなく、車を持

たない人が利用できるというような足の確

保、公共交通機関ばかりでなく、だからその

辺の、先ほどもいろいろな、地域ごとに支え

合うライドシェアだとか、そういうのも検討

しているということなので、さらにその検討

を深めていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

児童センターの一元化工事なのですけれど

も、いろいろな実施設計が進んでいる関係

で、計画どおりには進んでますよということ

なのですけれども、国などから補助でとか、

あるいは起債の関係があって、できるだけ市

の負担を減らす方向で考えているよというの

が何回も聞くのですけれども、まだ市の負担

がどれくらいになるかという計算は上がって

きていないのですか。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 具体的な建設費

につきましては、今、積算中でございまし

て、先ほど申し上げましたが、それに伴う市

の負担ですが、以前の本会議もしくは常任委

員会でも説明したかもしれませんが、約８割

から９割程度を国の補助金及び起債で賄いま

して、残り１割程度が市の最終的な負担にな

るのではないかということで現在のところ見

込んでいるところであります。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 今までの説明を雑駁

に統合して今の話を聞くと、大体１５億円か

ら１７億円くらいの支出を考えていると。そ

れで、今の１割から２割ぐらいということで

あれば、１億５,０００万円から２億円ぐら

いというふうに判断してよろしいのですか。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 全体の工事費が

まだ明らかになっていませんので、具体的に

１億５,０００万円とか２億円とか言えませ

んが、あくまでも１割程度で収まるのではな

いかというふうに現在のところ試算しており

ます。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） それで、そのときの

説明だったと思うのですけれども、恐らく十

数億円の建設費だろうということで、そのと

きに経済効果もかなり普及するはずだよとい

うことの答弁をいただきました。具合的にど

ういうところに主に効果があると思われてい

ますか。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） やはり一番効果

があるというのは、市内建設業への効果が大

きいと認識しております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） この間、認定こども

園にちょっと委員会で視察させてもらいまし

た。今の年長が６人、発表会の練習をして元

気にやっていました。それで、その６人が来

年小学校行くのかなと思ったら、何か１人は

転出が決まっているので５人が来年１年生と

いうふうな説明を受けました。

現在、後期課程の生徒が卒業してしまう

と、大体今残っている人は、１クラス１桁な

のです。恐らくこのままだと、複式学級を二

つ、三つにはならないでしょう、考えなけれ

ばならないのかなという、この人数と想定す

ると、今説明ありました、ここには何人ぐら

い、ここには何人ぐらいという説明、例えば

学童が１５人ですとか、そういう説明があり

ましたけれども、この想定で大丈夫なので

しょうか。その辺、もう１回お願いします。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 議員御指摘のと
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おり、今後の児童生徒数の推移というのは、

大体６０人から７０人ぐらいの間で今後推移

はしていくものと考えております。それに見

合った施設なのかどうかということでござい

ます。教育委員会といたしましては、確かに

児童生徒数は少なくなりますが、今後、学校

の近くに児童館ができることによって児童館

の利用者も増えるのではないかということも

期待しておりますし、最終的にはやはり子供

の居場所づくりとして、たくさんの児童生徒

に利用してもらうことを願っておりますの

で、適正規模かどうかと言われましたら明確

な答えはないのかもしれませんが、そのよう

な児童生徒が集まる規模の施設にしていきた

いと思っております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 先ほど、効果は建設

業が主にあるのではないかという話で、もち

ろん私もそう思うのですけれども、現在、柴

田市長は、建設、この事業にかなり予算を割

いているふうに私は見えるのですけれども、

前から私も話しているのですけれども、前、

ないしは前々首長時代から、職員の皆さんや

ら、もちろん市民、職員、それから議員、皆

さんに我慢して迷惑かける、それから福祉行

政を少し提唱するという恰好で、いろいろた

めてきたのをスムーズに使っているのかな

と。前回も商業施設も２億円という説明のや

つが４億円になった。今後、こういう建設を

主体にする行政、これを今後とも続けていく

予定なのか、続けていく計画なのか、その辺

についてちょっとお答えを願いたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 私は建設課長のとき

は、いかにコンパクトにするかということ

で、歌神第２団地、平成１９年集約をさせて

いただいて、そのあと桜ケ岡、平成２３年、

そしてその後桜沢、ロードヒーティング等を

節減するということで、相当な費用の軽減を

図ってきたところでございます。建物につき

ましても、基本的な考えは、私はコンパクト

にする、いわゆる延べ床面積をできるだけ全

体量から減らすという考えを持っておりま

す。

押しなべて言いますと、たまたま更新時期

が重なるということもございます。特に今回

の児童センターにつきましては、昭和５６年

が歌志内東光児童館、４３年たっておりま

す。神威児童館が昭和５８年でございますの

で４０年、市民体育館が昭和４６年でござい

ますので、もうかれこれ５０年以上がたって

いるということで、更新時期を迎えるという

ことが重なっておるわけでございまして、こ

の児童館の一元化施設については、平成２９

年からの話でございまして、その頃からこれ

は一つにするのだということで始まっておる

わけでございます。

私が現役のときは、平成２３年に歌神地区

の建て替え事業を最後に、ずっと箱物は建て

てきておりませんでしたが、平成２９年、高

齢者住宅、１万５,０００円の家賃で１０

戸、村上市政のときに建てたのが最後かなと

思います。マルシェにつきましては、相当前

から、平成２７年からいろいろ議論をしてき

た中でございまして、私は引継ぎの際に、新

築することも考えていかなければならないと

いうことで引き継いでいるところでございま

した。そんな中で、いろいろ市の遊休施設と

いうものも相手先といろいろ交渉してきた中

で、最終的に文珠地区の現在地で誘致をし

て、市が建てるということになったわけでご

ざいまして、私の考えは、そのときと同じよ

うに、全体の延べ床面積を少なくするという

ことでございます。歌志内の公共施設等の総

合計画の中にいろいろな施設がございますけ

れども、その中でもやはり合築、また三つを

一つ、そういったことで、いわゆる建設費は

もちろんでございますけれども、全体の熱エ

ネルギー、これを縮減するということも、Ｃ

Ｏ₂削減はもとより、最近の電気事情、電気

の高騰、油の高騰、これらにも対応していか

なければならないというふうに思っておりま

す。どんどんどんどん建てていくということ
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ではなく、村上市政の村上さんが言うため

て、使ってためるといいますか、そんなこと

で財政状況を見極めながら、先を見据えなが

ら進めているということでございます。そん

なことで御理解をいただきたいというふうに

思っております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 今の公共施設等総合

管理計画で、建築やら管理面積の削減なんか

で行政コスト自体が削減するのだよという意

味のことは、十分分かります。

今言う児童館、児童センター、体育館なん

かは、もう十分、何で今まで造らなかったの

という感じにはなっています。その後の話

で、図書館、教育委員会事務局がさらに移転

をしますと。そこでは新しいコミュニティー

が、コミュニティーの場というかが誕生する

という話を聞きました。ただ、やはり当然そ

の新施設にいろいろなサークルができたり、

そういう施設に利用する人ができてくると、

当然どこかが空洞化してくるのではないか

と。建物は残っているわけですから。そっち

のほうはちょっと心配だなと思うのですけれ

ども、その辺の何ていうか、そんなことで心

配はないですよと私が納得できるような答弁

をいただきたい。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） まさにコミセンの後

の計画というふうになるかなと思います。い

ろいろ今後検討はしていかなければならない

案件でございますけれども、川野議員からも

大正館どうするのだとか、こもれびの関係も

ございます。あの辺の文化伝承という部分の

考え方もございます。それらをコミセンにシ

フトさせるということでは、ここでは明言で

きませんけれども、そういった現在ある、そ

して耐震性が確保されている、そういったと

ころにシフトしていくというのも一つの案で

はないかなというふうに思っております。こ

の辺については、今、例えば新庁舎にしまし

ては、今、課長、管理職の中でもいろいろ議

論しているところでございますし、今後、既

存の有効な箱物の中で、何かそこにシフトし

てできるものがあれば、そこにシフトしなが

ら本町のコミュニティーを守っていくという

ことを考えていかなければならないというふ

うに思っております。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 大変うれしい答弁を

いただきました。何とか今のコミセン、いろ

いろな使い方をしながら、やはり向こうに施

設ができてよかったなというふうに思ってい

ただけるようにしていただきたいなと思いま

す。

今、ちょっとのってきた大正館について

は、前回の定例で、直接本人の意向をちょっ

と聞いてみてから検討しますよという話が

あったのですけれども、先々週かな、ちょっ

と本城さんに会って、どうなのと言ったら、

いや、次長に会ってこういうことを１回相談

したいのでお願いしますねという話をして、

それきり話がないのだという話があったの

で、一応時間とか場所とか連絡いつでもしま

すので、ちょっと調整して本人の話を聞いて

やってもらいたいなと思います。本人も、今

計画している貯蔵品ですとか、それから自分

で描いた絵画なんかも写真集にして、その写

真集をできればふるさとの寄附金の返礼品な

んかにも使ってもらってもいいのだけれども

ねなんて、そんな話もしているので、その辺

も併せてちょっと本人と検討をしていただき

たいなと思いますので、その辺、ちょっとよ

ろしくお願いします。時間と場所さえ言って

くれればいつでも連絡しますので、よろしく

お願いします。

それと、ちらっと言っていましたこもれ

び、これはもういいでしょう。諦めましょ

う、これは。これもこの間、視察で回ったの

ですけれども、視察自体がちょっと危険状

態。だからこれは、そのゴールデンウィーク

で期限を切るということも必要かもしれませ

んけれども、これは年度末でもいいのかな

と。閉め方もいろいろ考えておられるので

しょうけれども、もうこれ以上の、何という



─ 64 ─

のかな、修繕をしてという格好にはなってな

いようなので、その辺はお任せしますので、

できるだけ早く閉めたほうがいいかなと思い

ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござ

います。

○議長（本田加津子君） 川野敏夫さんの質

問を打ち切ります。

質問順序３、議席番号４番、松井敬道さ

ん。

一つ、市職員の市外居住、住宅手当及び居

住実態の把握について。

一つ、不適切な昇給実施の疑義について。

一つ、令和６年度に向けた新規の施策・事

業等について。

以上、３件について。

松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） 通告に従いまして質

問いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

件名の１、市職員の市外居住、住宅手当及

び居住実態の把握について。

①本市では、市職員の募集の際には医療職

などの一部の職種を除き市内に居住すること

を採用条件としており、これは４０年くらい

前も同様であり当時の広報紙の職員の募集記

事にも掲載されていたと思いますが、この認

識に間違いはないか伺います。

②本市の職員を行政職とそれ以外に分け、

それぞれ職員は何名おり、うち何名が市外に

居住しているのか伺います。

③職員の市外居住については、小樽市など

札幌市に近接する中規模の自治体でも問題に

なっています。しかし、これらの自治体は本

市に比べ職員数も多く高齢化率も本市ほど高

くはありませんので、本市の置かれている状

況はこれらの自治体に比べより深刻だと思い

ます。

特に、災害時の迅速な対応や住民としての

地域活動の担い手など市職員に求められる

ニーズは、高齢化率が５４％を超える本市で

は他の自治体に比べ高いと思います。

そこで、市職員の市外居住について、どの

ような認識、危機感をお持ちなのか伺いま

す。

④恐らく行政職の方は、採用時には市内に

居住していたと思いますが、その後、婚姻や

親の介護などの事情により転出された方もい

ると思います。

その後、転出した事情に変化がある可能性

もありますし、採用時の条件が市内に居住す

ることであったのであれば、少なくとも年１

回くらいは市外居住者に対し市内居住の勧奨

をすべきだと思いますが、見解を伺います。

⑤職員の持ち家手当については、人事院勧

告を受け国・道とも平成１４年度に廃止さ

れ、現在全国の９割の自治体が廃止をしてお

ります。本市では職員の持ち家手当を支給し

ていると思いますが、その制度内容について

伺います。また、持ち家手当を支給している

ことについて、国からの通知の発出や指導等

はないのか伺います。

⑥本市の職員の給与については、基本的に

人事院勧告に基づいていると思います。持ち

家手当については廃止すべきと思いますが見

解を伺います。

⑦住民税や通勤手当などで使われる「土帰

月来」、「金帰月来」という用語がありま

す。一般的には本人が単身赴任等により家族

と別居して別々の市町村に居住している場合

で、週末には就業場所から家族が住む自宅に

帰り、週初めは自宅から就業場所へ出勤する

ことを言っています。

住民税の対象者が金帰月来により平日に居

住する市町村をＡ、家族が住む市町村をＢと

した場合、住民税はどちらの市町村で課税さ

れるのか伺います。

⑧職員に対する金帰月来の対応はどのよう

にされているのか伺います。

⑨職員の居住実態についてですが、市民か

らよく市職員が市内に公営住宅を借りている

が実際は近隣市町に住む家族の元から通勤し

ているとの声を聞きます。たまに室内状況を

確認するために借りている公営住宅に立ち寄
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る程度では、居住実態は市内にあるとは言え

ないと思います。

たとえ市内に住民票を置いていたとして

も、居住実態がなければ市内に住んでいると

は言えず、住民税や選挙権にも影響してくる

と思います。

市職員の居住実態の把握はどのように行っ

ているのか伺います

⑩近年、市区町村議会議員選挙で、当選後

に居住実態がないとして当選無効の申立てが

され、電気、水道などの使用実績から居住実

態が認められず当選が取消しになった事例が

散見されます。近隣市でもあったと思いま

す。

この場合は被選挙権ですが、選挙権も同様

に形式的に住民票を置いているかではなく実

質的に生活をしているかで判断されることに

なると思います。

本市では、過去の市議会議員選挙において

按分による１票未満の得票数により当落が決

まったことがあります。また他の自治体では

同じ得票数でくじ引きで当落が決まった事例

もあります。今後、本市で同様の事例があっ

た場合、仮に居住実態がない職員が投票して

いたときは、その１票で当落が変わりますの

で選挙無効による再選挙になる可能性もある

と思います。

そうならないためには、職員に居住実態の

あるところに住民票を置くよう指導するとと

もに、事業所の責務として、しっかりと職員

の居住実態を把握するべきだと思いますが見

解を伺います。

⑪本市に居住実態がない職員が本市に公営

住宅を借り、その住宅に対する住宅手当を受

給していた場合は不当利得になると思います

が見解を伺います。

件名の２、不適切な昇給実施の疑義につい

て。

職員につきましては、本年の６月定例会と

９月定例会で一般質問をさせていただきまし

たが、職員の昇給の取扱いについて疑義があ

りますので、再度質問いたします。

①平成１７年の人事院勧告で職務・職責や

勤務成績に応じた適切な給与とするために

「給与構造の改革」が答申されましたが、本

市はこの新給与制度を何年度から導入された

のか伺います。

②新給与制度導入時から令和元年度（令和

２年１月１日昇給）の昇給区分ＡとＢを適用

した人数と５５歳以上の昇給停止の方を除い

た、それぞれの割合を伺います。

③令和２年度（令和３年１月１日昇給）、

令和３年度（令和４年１月１日昇給）及び令

和４年度（令和５年１月１日昇給）の昇給区

分ＡとＢを適用した人数と５５歳以上の昇給

停止の方を除いた、それぞれの割合を伺いま

す。

④職員の総数に占めるＡまたはＢの昇給区

分に決定する職員数の割合は、規則により市

長の定める割合におおむね合致していなけれ

ばならないとなっていますが、この割合を定

めている例規・基準等の名称とＡ、Ｂそれぞ

れの割合について伺います。

⑤職員の昇給は、条例により規則で定める

日に、同日前１年間におけるその者の勤務成

績に応じて行うことになっています。また、

規則では一部を除き毎年１月１日を昇給日と

しています。１月１日に昇給する方の前１年

間における勤務成績は何月何日から何月何日

までを対象期間としているのか伺います。

⑥職員の勤務成績については、規則により

その者の職務について監督する地位にある者

の証明を得て行わなければならないとなって

います。９月定例会の答弁の中でこの監督を

する地位にある者は所属長であるが、歌志内

の場合、組織的に小さいので市長、副市長が

直接面談を行ったりして、その結果を所属長

に伝えるなどの方法で勤務成績を決めている

とのことでした。

そして特段今日から面談しますというもの

は設けず、随時実施しているとのことでし

た。条例、規則では細部まで規定しているの

に、拡大解釈をして随分曖昧な運用をしてい

ると思います。前回の一般質問でも言いまし
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たが行政は文書主義です。これは法律や市の

規程に記載されています。当然、給与に関す

る事項は軽微なものとは言えませんので、面

談実施日は事前に決めていなくとも、実施し

た結果は文書を作成していると思います。

令和２年度の勤務成績を決める面談は、何

月何日から何月何日までの期間で何人に行っ

たのか伺います。また、規則の規定によらず

市長、副市長が直接面談を行うこともあると

のことですので、その基準と役職別の面談人

数及び証明文書作成の有無について伺いま

す。

⑦同じく９月定例会の答弁で、市長、副市

長が随時実施した面談で、勤務成績が上がっ

た職員については所属長も了承済みであろう

と解釈しております。仮に所属長が何らかの

事情によって承知していないこともあろうか

と思いますが、そういう場合は昇給は１月１

日付で行うので、歌志内市の場合は所属長を

経由して直接課の職員に辞令を渡すことに

なっているので、仮に所属長が承知していな

い状況であってもできるものだと考えており

ますとのことでした。そこで伺いますが、市

長、副市長が面談を行った場合、その結果は

所属長に伝えているのでしようか。また、辞

令は必ず所属長経由で職員に交付しているの

か再度確認いたします。

⑧私は、６月定例会の一般質問で、令和元

年度以降、人事評価を実施した年度があるの

かと質問し、そのときの答弁は、現在のとこ

ろ評価の試行段階であるため、人事評価を反

映させて実施しておりませんとのことでし

た。

また、人事評価を昇給に活用していないと

いうことであれば、令和２年度以降は勤務成

績の適用区分のＡ・Ｂの職員はいないという

ことでよろしいか確認させていただきたいと

の再質問に対し、所管課長からは、適用の部

分はございませんとの答弁でした。

さらに、市長にも市長が決裁責任者で重要

なことなのでと前置きし、令和２年度以降の

勤務成績の適用区分のＡ・Ｂの職員はいない

ということでよろしいでしょうか。確認にも

し時間が必要だということであればお待ちし

ますので、確実な答弁をお願いいたしますと

再質問し、市長は、いないということで、お

答えさせていただきますとの答弁でした。

しかし、その後、公文書公開により確認し

たところ、令和２年度はＡ区分が１４人、Ｂ

区分が５人いたことが判明し、令和３年度も

Ａ区分が８人、Ｂ区分が１人、令和４年度も

Ａ区分が２人いたことが判明しました。

このことについて、９月定例会の一般質問

で、公文書公開された決裁文書には令和２年

度と令和３年度にＡとＢ、令和４年度にはＡ

の昇給区分の記載がある旨の指摘をし、決裁

文書による事実関係と前回の本会議での答弁

内容に著しい相違があると思いますが説明を

お願いしますと質問し、答弁は昇給区分Ａ、

Ｂの職員数に対する再質問がございました

が、人事評価を反映させて実施していないた

め、当然のことながら人事評価を適用させて

おりませんと、再度御答弁させていただいた

ところです。本市における当該年度の職員の

昇給につきましては、条例、規則に基づき、

過去１年間におけるその者の勤務成績に応じ

て実施しているところですとのことでした。

今、私の６月と９月の質問と執行部側の答

弁を時系列に沿って説明しましたが、質問と

答弁が全くかみ合っておりません。

私が質問したのは人事評価を昇給に活用し

ていないのであれば勤務成績の適用区分の

Ａ・Ｂの職員はいないのかです。これに対

し、昇給に人事評価を反映して実施していな

いため、当然のことながら人事評価を適用さ

せていません、との答弁です。

私が最後に質問したのは、昇給に人事評価

を適用させているかではなく、勤務成績の適

用区分のＡ・Ｂの職員はいないのかを確認し

ているもので、実際には勤務成績の適用区分

のＡ・Ｂの職員はいたことが判明していま

す。

なぜ、人事評価を昇給に活用していないと

いうことであればと前置きをしたかという
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と、一般的に勤務成績の適用区分を判定する

際には人事評価により行うことが多いと思い

ますが、それ以外にも研修、表彰等による昇

給、特別の場合の昇給などがあるからです。

要は、最終的に勤務成績のＡ・Ｂの職員は

いたのかと質問しているのに、人事評価を適

用させて勤務成績のＡ・Ｂにした職員はいな

いとの答弁で、とても誠意がある答弁とは思

えませんが、なぜそのような答弁になるのか

説明をお願いします。

⑨新給与制度が導入されたのは前々市長の

ときでしたが、前々市長も前市長も職員係長

の経験が長く職員の給与制度に大変精通して

おり、条例・規則等により昇給基準を厳格に

運用していたため、在任期間中に勤務成績が

極めて良好なＡ、勤務成績が特に良好である

Ｂを適用した職員がいなかったのだと思いま

す。

柴田市長は、就任約２か月後の令和３年１

月１日に職員の約２割の方を勤務成績が極め

て良好であるＡ区分とし、標準の職員（Ｃ区

分）の２倍の昇給としています。私にはお手

盛りにしか思えません。

市長は、勤務成績により判断する１年のう

ち１０か月は在籍していなく、９月定例会の

答弁では監督の地位にあるものの証明も所属

長からの意見聴取を行ったかなども曖昧で

す。

また、副市長はこの間も在籍はしていまし

たが、就任前は保健福祉課長ですので、同課

職員の勤務成績については把握されていたと

思いますが、他課、特に外局の職員の勤務成

績を把握することは人事評価調書の作成や所

属長からの意見聴取などでもしていなけれ

ば、正当な評価はできないと思います。

そこで、人事評価を行っていない中で勤務

成績の評価をどのように行ったのか具体的に

説明してください。また、令和２年度だけな

ぜ、急に約２割もの方の勤務成績が極めて良

好となったのか、その理由を伺います。

⑩６号俸以上の昇給の予算書への未搭載、

今までホームページで公表していた昇給への

人事評価の活用状況の項目があり公表が義務

づけられている給与・定員管理等の未公表、

今までいなかった昇給区分のＡ・Ｂの職員の

不明瞭な運用による大量適用など、全て柴田

市長になってから行われています。とても偶

然とは思えませんが、なぜそのようなこと

なったのか説明をお願いします。

件名の３、令和６年度に向けた新規の施

策・事業等について。

①地方創生移住支援事業については、東京

２３区に在住または通勤する方が、東京圏外

に移住し、起業や就業等を行う方に都道府

県・市町村が共同で交付金を支給する事業で

起業した方は最大３００万円、就業した方は

最大１００万円が支給される制度で、交付税

措置もされます。

道内では１７９市町村中１３６市町村が制

度を設けており、現在、令和５年度の申請は

予算額の上限に達することが見込まれるため

受付を停止していますが、本市も令和６年度

から制度を創設する考えはないか伺います。

②第２期総合戦略で創設することになって

います民間アパート等賃貸住宅の建設を促進

するための助成制度については、６月定例会

で一般質問させていただきましたが、そのと

きの答弁は、既に要綱等はできているが誘致

する場所の選定とまとまった平地の確保が非

常に難しく、戦略の期間内に可能か検討して

いるという内容でした。

賃貸住宅の建設地は必すしも市が用意する

必要はなく、市有地でも民有地でもよいと思

います。

事業者が自前で土地を確保する可能性もあ

りますし、制度を創設した場合、予算措置は

必要になると思いますが実績がなければ支出

は発生しなく財政的なリスクもほとんどあり

ませんので、人口減少の抑止につながる可能

性のある制度は創設しておくべきだと思いま

す。要綱等ができているのであれば令和６年

度から実施する考えはないか伺います。

③本市の子育て支援は非常に充実してお

り、恐らく道内ではトップクラスであると思
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います。そこで本市のホームページの子育て

応援サイトを確認したところ、子育てナビ上

には「妊娠したら」、「ゼロ歳児」、「１歳

～就学前」、「小学生～高校生」、「ひとり

親家庭」、「障がいのあるお子様」の項目が

ありますが、大学生の項目がありません。ま

た教育委員会の支援や制度のサイトでも、大

学生が関係しそうな項目は奨学金しかなく、

他の世代に比べ支援制度が薄いように思いま

す。

国は令和４年度の骨太の方針を受け、給付

型奨学金と授業料減免を令和６年度から必要

性の高い多子世帯や理工農系の学生等の中間

層に拡大し、今まで世帯年収３８０万円程度

までの対象が６００万円程度までに大幅に拡

充されます。しかし、適用には一定の要件が

あり全ての大学生等が対象となるものではあ

りません。

また、以前の他の議員の一般質問に対する

答弁では、本市では市独自の給付型奨学金は

考えていなく国の制度の活用を周知するとの

ことでした。

そこで、本市では全ての大学生等を支援す

るため、今まで国から臨時交付金を受けたと

きだけに実施してきた大学生等応援給付金事

業を令和６年度から恒久的な事業としてはい

かがか伺います。

以上、３件の件名について質問いたしま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 質問の途中です

が、ここで１０分間休憩いたします。

午後 １時５９分 休憩

────────────────

午後 ２時０９分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開いたします。

一般質問を続けます。

理事者答弁、北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 私からは、件名

１と件名２について御答弁申し上げます。

初めに件名１、市職員の市外居住、住宅手

当及び居住実態の把握についての①４０年く

らい前から市内居住を採用条件としていたと

思われるが間違いないかについてでございま

すが、高校、短大、大学の全ての最終学歴に

ついて、市内居住を採用後の条件としたのは

平成４年採用者からで、短大、大学卒業者に

つきましては、正確な時期は把握できており

ませんが、少なくとも昭和５６年採用者から

採用後の条件としているのを確認しておりま

す。

次に、②の行政職とそれ以外に分けた職員

数と市外居住者についてでございますが、令

和５年１２月現在の医療職、消防職、及び派

遣職員以外の行政職の職員８２名中、市外居

住者は１名、医療職、消防職及び派遣職員５

６名中、市外居住者は２１名となっておりま

す。

次に、③の市職員の市外居住についての認

識や危機感についてでございますが、職員は

行政としての立場でまちづくりを推進する一

方、市民として町内会などの地域活動に参加

することも求められていることや、災害発生

時には迅速に対応する必要があるため、人口

減少や高齢化率の高い本市にとって、職員が

市内に居住することは、人口定着はもとよ

り、市民の心の支えの一助になるのではない

かと考えております。

次に、④の市外居住者に対する市内居住の

勧奨に対する見解についてでございますが、

職員の居住地につきましては、職員が家庭の

事情などにより市外へ転出したことを考慮し

ますと、一律に市内居住を強制することは難

しいものがありますが、本市の実情を十分認

識していただき、可能な限り市内居住につい

て考えてもらいたいと思っております。市内

居住の勧奨について定期的には行っていませ

んが、職員手当等の変更届提出時に現状等に

ついて聞き取ると同時に勧奨を行ったことも

ありますが、市内居住の必要性については、

当該職員の多くが一番強く認識しているもの

だと感じております。

次に、⑤の持ち家手当を支給していること

についての国からの通知の発出や指導等につ
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いてでございますが、市内に住宅を有し、そ

の住宅に居住している世帯主の職員には、住

宅取得後５年間は月額７,５００円、その後

は月額５,０００円の住居手当が支給されて

おります。市外居住者に対しては、その住宅

に居住している世帯主の職員には、月額２,

５００円の住居手当が支給されています。

また、住宅所有者の住居手当に対する国か

らの通知等につきましては、毎年総務省より

地方公務員の給与改定等に関する取扱いにつ

いて、国における取扱いを基本とし、各地方

公共団体の給与実態等を十分検討の上、所要

の措置を講じるよう技術的助言に基づく通知

が発出されています。

次に、⑥の持ち家手当については廃止すべ

きと思うが、その見解についてでございます

が、国は平成２１年に自宅に係る住居手当を

廃止しておりますが、本市では国のように職

員が居住する、いわゆる職員住宅がなく、ま

た民間の賃貸物件もほとんどないため、国と

地域事情が大幅に異なっている状況にありま

す。また、近隣市町も国と地域事情が異なる

などの理由により、北海道の市町村では半数

以上が自宅に係る住居手当を支給している状

況です。自宅に係る住居手当については、国

からの助言もあることは理解しております

が、都市部との地域事情の違いや税収面、人

口定着等の観点並びにこれまで受給されてき

た職員と今後持ち家を持たれる職員との公平

性も考慮し、当面は現状のままとするのが妥

当ではないかと判断しております。

次に、⑦の住民税対象者が金帰月来の場

合、平日に居住する市町村と家族が住む市町

村のどちらの市町村で課税されるのかについ

てでございますが、住民税は、毎年１月１日

現在住民登録がされている市町村において課

税されることとなりますが、単身赴任の方等

については、勤務日以外の日に家族が住む市

町村で生活を共にしている場合には、家族が

住む市町村に生活の本拠があるとされ、課税

されることとなります。

質問では、週末には就業場所から家族が住

む自宅に帰るとのことですので、家族が住む

市町村に生活の本拠がある場合、住民税はＢ

で課税されることとなります。

次に、⑧の職員に対する金帰月来の対応に

ついてでございますが、金帰月来をしている

との相談や報告を受けている職員もいないた

め、特段の対応はしておりません。

次に、⑨の市職員の居住実態の把握につい

てでございますが、職員は住居届や通勤届を

提出することとなっているため、それらによ

り把握を行っております。

次に、⑩の職員の居住実態に対する指導や

把握についての見解でございますが、職員が

行う各種届出内容に変更があったときには、

速やかに届け出ることについて、職員間での

共通認識となっているため、実態につきまし

ては、届出内容により把握しております。

次に、⑪の居住実態がない職員が住宅手当

を受給していた場合は、不当利得になるので

はとのことについてでございますが、不当利

得に当たるかは一概に判断がつきませんが、

住居手当については、自らが居住するために

住宅を借り受け、一定額を超える家賃を支

払っている職員には、住居手当を支払うこと

とされていますので、職員が居住していなけ

れば住宅手当の対象とはならないと考えてお

ります。

次に件名２、不適切な昇給実施の疑義につ

いての①平成１７年の人事院勧告による新給

与制度を何年度から導入したのかについてで

ございますが、本市については平成１９年度

から順次実施しております。

次に、②の新給与制度導入時から令和元年

度までの昇給区分ＡとＢを適用した人数と５

５歳以上の昇給停止の方を除いたそれぞれの

割合についてでございますが、新給与制度を

導入した平成１９年度以降、令和元年度まで

の昇給区分ＡとＢを適用した人数と５５歳以

上の昇給停止の方を除いた割合は、平成１９

年度から令和元年度までそれぞれゼロ人、ゼ

ロ％となっております。

次に、③の令和２年度、令和３年度及び令
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和４年度の昇給区分ＡとＢを適用した人数と

５５歳以上の昇給停止の方を除いたそれぞれ

の割合についてでございますが、令和２年度

は１９人、３５.２％、令和３年度は９人、

１４.８％、令和４年度は２人、３.５％と

なっております。

次に、④の割合を定めている例規等の名称

と割合についてでございますが、割合の定め

につきましては、特段の例規、要綱等を設け

ず、事前に協議をし、昇給発令の文書決裁に

て処理を行っております。

次に、⑤の１月１日に昇給する方の前１年

間における対象期間についてでございます

が、人事評価実施規定により１０月１日から

９月３０日までを評価期間としております。

次に、⑥の令和２年度の勤務成績を決める

面談における基準と役職別の人数及び証明文

書作成の有無についてでございますが、市

長、副市長が１１月から１２月にかけて人事

評価記録書に記載されている級別期待役割表

や行動ごとの評語などを参考として、主に日

常の中で必要とする職員等に対して、必要の

都度面談を実施し、１月昇給に係る市長、副

市長、総務課との協議の場において職員に係

る評価について口頭により説明をしておりま

したので、特段記録等は保管しておりませ

ん。

次に、⑦の面談結果の所属長への伝達と辞

令の交付についてでございますが、面談結果

についてはその都度ではない場合もあります

が、機会を見てほぼ所属長には伝えられてい

たと思われます。また、１月１日付の辞令に

ついては、例年所属長から所属の職員に対し

て辞令を交付しております。

次に、⑧のこれまでの答弁に対する説明に

ついてでございますが、本年６月の定例会一

般質問において、通告内容が令和元年度以降

人事評価を実施した年度があるかに対する質

問内容での質疑と答弁を行っていたため、人

事評価による部分についての答弁をいたした

ところでございます。答弁内容につきまして

は、私の認識違いがあったことをおわび申し

上げ、今後は質問内容をよく確認、理解しな

がらの答弁を行うよう心がけますので、御理

解をいただきますようお願い申し上げます。

次に、⑨の勤務成績の評価に対する具体的

説明と令和２年度における理由についてでご

ざいますが、繰り返しの御答弁となります

が、主に日常の中で必要とする職員等に対し

て必要な都度面談を実施しておりました。令

和２年度だけ極めて良好な勤務成績の職員が

多いということにつきましては、令和２年度

における評価の結果に基づくものでございま

す。

最後に⑩のこれまでの指摘に対する説明に

ついてでございますが、６号俸以上の昇給の

予算書への未登載や給与・定員管理等の未公

表については、担当課での失念や法改正等に

伴う注意力不足が原因であり、今後は適切に

対応していくこととしており、人事評価に関

する部分につきましては、先ほどからの御答

弁のとおりでございます。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） 私のほうから件

名３、令和６年度に向けた新規の施策・事業

等についての①地方創生移住支援事業につい

て御答弁申し上げます。

現在、本市では、市内で起業する方に対

し、創業に要する費用の一部、最大１００万

円を助成する補助事業を行っており、令和４

年度、令和５年度とそれぞれ１件の申請があ

りました。

地方創生移住支援事業につきましては、北

海道へのＵＩＪターン就職を促進し、移住支

援金を支給する制度であり、また起業に関し

ても子育て支援や買い物弱者支援、まちづく

り推進など、幅広い事業分野が想定されてお

り、地域課題の解決を通して地方創生を実現

することを目的とした事業でありますので、

制度創設に向け検討してまいりたいと思いま

す。

以上です。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課
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長。

○企画財政課長（東所勝則君） 私からは、

件名３の②第２期総合戦略で創設することに

なっている民間アパート等賃貸住宅の建設促

進するための助成制度について令和６年度か

ら実施する考えはないかということでござい

ますが、民間等賃貸住宅の建設促進のための

助成制度につきましては、令和２年度からス

タートした第２期総合戦略における戦略の柱

の２、誰もが定住しやすい環境をつくるの主

な施策の②の居住環境対策の具体的事業の一

つとして掲載しているものでございます。こ

の戦略の柱の２を実現するため、民間賃貸住

宅の充実を掲げ、その手段の一つとしての助

成制度の創設で、その実現のためには行政の

みならず市民、議会も一体となった市内外の

民間事業者の誘致活動が重要となり、その誘

致の前提となる建設場所などは必要な条件整

備と捉えております。このため、現状では適

地の選定や確保の観点から、第２期総合戦略

の計画期間内での実施は難しいものと考えて

おりますが、文珠地区市有地の売却が３件、

新築住宅建設３件、中古住宅取得助成１３

件、このうち６件が市外で、令和３年度以降

確実に移住定住が進んだものと評価しており

ます。議員も御認識のとおり、移住定住対策

は、様々な施策を動員することでその効果が

見込めるものと考えており、民間賃貸住宅建

設助成制度の創設に限らず、効果が見込める

ニーズの高い施策を選択しながら実行し、さ

らに定住対策に取り組んでまいりたいと思っ

ております。

また、議員がお考えのとおり、適切な建設

場所の確保は重要なポイントと捉えておりま

すが、当面、制度のみ整えておく手法につき

ましても前向きに検討していきたいと考えて

おります。

○議長（本田加津子君） 山岸教育次長。

○教育次長（山岸康治君） 最後に私から、

件名３の③大学生等応援給付金事業を恒久的

な事業としてはいかがかとの御質問に御答弁

いたします。

大学生等応援給付金事業につきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症

の影響により大学生等のアルバイト収入が大

きく減少することなどに対して、その不安を

少しでも解消し、学業を継続することを支援

するために創設した制度で、その支援額は初

年度の令和２年度は３０万円、令和３年度は

２０万円、令和４年度は１２万円と各年度に

おいて影響額を勘案しながら実施してきまし

た。

また、市の大学生に対する支援策としまし

ては、議員御指摘のとおり、奨学金制度のみ

となっておりますが、昨年度返済免除の導入

など、制度内容の見直しを行ったところであ

ります。これらのことから、現時点において

は恒久的に給付金事業を実施する考えはござ

いません。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） ありがとうございま

す。それでは、順次、再質問させてもらいま

す。

１番目の①なのですけれども、これちょっ

と残念だといいますか、広報紙は確認してほ

しかったなと思うのです。なぜ質問したかと

いうと、私、５８年採用なのです。それで、

私の記憶では広報紙にそれ記載されていたと

思うのです。ただ、時間がたってますので、

１００％自信を持って記載されていると言え

なかったものですから、確認をしていただき

たかったということで、これ答弁は求めませ

ん。時間がありませんので、次にいきたいと

思います。

それで③ですか、市外居住の部分なのです

けれども、これはある市民の方から言われま

した。市では人口減少対策として移住定住推

進しているのだけれども、市の職員が市内に

居住していないのに、歌志内は子育て支援も

充実しており、よいまちなので移住してくだ

さいと言っても説得力がないよ、まして市外

に居住している職員に言われても全く説得力
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がありませんと。私もそう思いますが、それ

についてはどう思いますか。見解をお願いし

ます。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 議員おっしゃる

こと、もっともだと思います。私どものとこ

ろでの市外居住というところは、あくまでも

住民票を登録されている職員だとか、中には

ちょっと本当にそこに住んでいるのかなとい

う話も聞くこともあるのですが、実態をなか

なか確認する手段というのでしょうか、そこ

にふだんいるのだよとか、もっぱらそこのと

ころへ帰って寝泊まりしていると言われれ

ば、それ以上ちょっと一緒に立ち会ったり、

変な言い方になりますけれども、そこに見張

りをしたりということもなかなかできないも

のですから、職員の申出によって確認をして

おります。中にはそういうようなことがある

のであれば、もちろん歌志内にとってもマイ

ナスだと思いますので、と考えております。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） 持ち家手当のことな

のですけれども、私も職員の福利厚生的な部

分ではなくて、定住対策という部分であれ

ば、それは理解できると思うのです。市内に

住んでもらうということ。それであれば、や

はり市外の方は、持ち家手当は支給しない、

原則どおり支給すべきではないと思うのです

けれども、それについて見解をお聞きしたい

と思います。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 現行の制度で

は、月額これは２,５００円の住居手当が市

外居住者、持っていれば支給されるというこ

とにはなっております。なかなか見ましたと

ころ、手当を市外に住民票を置いておられる

方、世帯主の方というのは、今のところ少な

い、ごく限られた人数でございます。言わな

いとすることももちろんございますので、ど

のように改正していくかというところ、

ちょっと時間かかるかもしれませんけれど

も、職員の中でちょっと協議をしながら、話

は進めていきたいとは考えております。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） 次にいきます。職員

の住所の確認の方法なのですけれども、確認

の方法については住居届や通勤届、税扶養の

控除の申告書、保険証の住所、住民票の住所

の届出だとかあると思うのです。これが一致

されているか確認しているのでしょうか。特

に住居届は市内で通勤届は家族の居住する市

外にあるようなケースはないのかお伺いした

いと思います。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 性善説というと

ちょっと駄目なのかもしれませんけれども、

職員は届出内容については虚偽なく行って、

速やかに行うということを原則にしておりま

すので、各種届出については遅滞なく本当の

ところをきちんと書かれているものだという

判断しておりますし、今のところ、恐らく住

宅と通勤あたりの届出の相違というところに

なろうかと思うのですけれども、私がちょっ

と見た限りでは合っているのかなという認識

でおります。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） 先ほど市民の方が住

宅は借りているけれども住んでいないようだ

というな方が、おっしゃっている方がいま

す。職員の住所について、居住地に住民票を

置くように指導するのも責任だと思うので

す。先ほど言ったように、国政選挙は別です

けれども、市長選挙ですとか市議会議員選挙

の場合は、もし居住実態がない方が投票して

いれば、それは申立ての対象になると思うの

です。さっき言ったように、１票で変わって

くると、もしそれが認められれば再選挙に

なってしまいます。それ重大なことだと思う

のです。ですから、できることはやらないと

駄目だと思うのです。大きな自治体では全て

把握することは難しいと思いますけれども、

小さな自治体では、先ほど言ったように選挙

結果を左右することになりかねませんので、

まして市職員が居住実態がないのに投票して
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いたということになると、市民の意思決定プ

ロセスに不正が生じ、公平性が損なわれるな

ど大きな問題になると思います。そのために

は、職員にしっかりと制度を理解させる必要

がありますし、行政としても組織的に黙認し

ていたと受け取られないように、しっかり実

態を調査して把握し、そして指導すべきだと

思いますけれども、見解を伺います。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） いろいろなとこ

ろに影響してこられるということで、それも

全くそのとおりだと思います。実態調査、ど

のような方向になるかはあれですけれども、

取りあえずは何らかの周知等をして実態調査

をちょっと行ってみて、本当のところはどう

なのかというところを調べてみる必要がある

と考えております。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） 持ち時間があまりな

いものですから、ちょっと行ったり来たりす

るかもしれません。

ちょっと市長に聞きたいと思います。給料

の関係です。新給料制度については、当時一

部の団体において不適切な諸手当の支給や昇

給、昇格、運用等があり、住民の著しい批判

を受けたことで年功序列的な給与上昇の抑制

と職務・職責に応じた給料表構造への転換、

勤務実績での給与への反映、地域民間給与水

準のより的確な反映を行うためにされたもの

だと思っております。当時、市長も職員とし

て在職されており、これは何十年ぶりの非常

に大きな給与制度の改正で、全職員に制度内

容を説明したので御存じかと思います。

ここからなのですけれども、不適切、不適

正な昇給運用が問題になって、新給料制度で

その取扱いについて細部まで規定することに

なったのに、現在には拡大解釈をして不明瞭

で曖昧な運用を行っていると思うのです。給

与構造改革により、新給料制度になった経過

を踏まえて、現在行っている運用が誰が見て

も適切と言える内容だとお考えなのか、また

今後、国や道から昇給の運用等について指導

を受けることがないと言い切れるのか伺いた

いと思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 先ほど総務課長のほ

うからも御答弁いたしましたが、人事評価に

ついては実施していないということでござい

ます。勤務成績に応じまして予算の範囲内で

ということで現在実施しているところでござ

います。人事評価は行っていないものの、勤

務意欲、また能力、そして姿勢です、仕事に

対する姿勢、こういったものについて見なが

ら、また場合によっては所属長のお話を聞く

などして、また部下の指導法、そういったこ

と、広範囲にわたって私も見ながら、また分

からない部分を聞きながら、そういった努力

などによって勤務成績ということで反映させ

ております。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） この昇給による影響

額とかちょっと概算でちょっと積算をしてみ

たのです。この昇給による影響は、単年度で

は終わらない。退職するまでの期間続きま

す。退職金にも影響します。仮にＡ区分だけ

で概算で計算してみますと、本来４号俸上が

る給料が８号俸上がりますので、その差は人

によりますが、月額２,５００円から４,００

０円程度、仮に。年額にするのには給与と

ボーナス、そして法定福利費を加えますと、

月額の大体２０倍程度。それに退職までの年

数が１０年から１５年と仮定して、３年間の

Ａ区分の人数が分かっているだけで２４人。

先ほどの人数はもっと増えていますけれど

も、２４人ですので、これらを掛け合わせま

すと影響額はこれだけで数千万円になりま

す。これに退職金への跳ね返り、Ｂ区分の方

を加えると影響額はもっと増えます。これら

の支払に係る原資は、市民の税金や地方交付

税を通しての国民の税金です。こんなに大き

な影響があるのに、前回の答弁ではあろうと

解釈していますだとか、できるものだと考え

ておりますですとか、証明書の作成を市長、

副市長の面談に代えたりだの、非常に不明瞭
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で曖昧な運用をしています。ある市民は、こ

のことを聞いてちょっと憤慨をしておりまし

た。このようなことで市民への説明責任が果

たせるのでしょうか。影響額と市民への説明

責任について答弁をお願いします。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 今、影響額と説

明責任ということで議員おっしゃりました。

私どものほうとしては、あくまでも人事評価

はしてはおりませんけれども、その他の人事

評価によらないところの評価を適正にしたと

いう、今までの答弁もそうなのですけれど

も、解釈でおりますので、誤ったことだとか

やってはいけないことをしたという認識は

持ってはいないというところでございます。

○議長（本田加津子君） 松井敬道さん。

〇４番（松井敬道君） ⑦のところなのです

けれども、面談結果を所属長に伝えたのかと

いう、あと辞令は必ず所属長から交付してい

るのか。これ質問したのは、実は私、令和３

年３月まで課長として市役所に在籍していま

した。令和２年の１２月頃に、職員の一定数

について昇給を２倍にするといううわさを聞

きました。当時は令和３年度から、２年度で

はなくて３年度から人事評価を取り入れるの

かと思いましたが、令和２年度から、昇給日

で言いますと令和３年１月１日から行う可能

性もありますので、もしそうであれば指摘を

しなければならないと思っておりました。当

時、職員の昇給辞令は課長から交付していま

したので、令和３年１月１日の昇給辞令を交

付するときに確認をしようと思っており、課

内職員の辞令を渡されるのを待っておりまし

たが、結果として渡されることはありません

でした。課長から課内職員に辞令を渡すこと

については、別に規則で決まっているわけで

はありませんので、当時は市長が変わったか

ら辞令の交付方法も変えたのかなと思ってお

りましたが、議員になってからも、令和２年

度から相当数の職員の昇給を１.５倍から２

倍にしており、一部の職員に不満が出ている

という話を聞き、質問と調査をさせてもらっ

たものです。したがって、私から令和３年１

月１日の昇給辞令を課内の職員に交付した事

実は絶対にありませんし、課内職員の勤務成

績について市長、副市長、総務課長から聞か

れたこともありません。この部分について

は、９月定例会で答弁された内容と明らかに

違いますけれども、説明をお願いしたいと思

います。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） ただいまの昇給の

辞令、この辺、内容について所属長に当時、

企画財政課長でしたか、松井課長のほうに、

当時の課長のほうに報告がなかったのか、な

されていないということでの御質問でござい

ますけれども、私も令和２年の１１月に副市

長に就きまして、その後、これは言い訳にな

るかもしれませんけれども、翌年度の新規事

業のヒアリング、それから予算査定、そう

いった形のものの中で、多忙の中でこの１月

１日の昇給の部分についての考え方もまとめ

なければならない、そういうこともございま

した。そして、市役所の３階にございました

企画財政課、総務課、こういった部分につき

ましては、日常的に私のほうでも職員のそう

いった勤務実態、そういったものは把握した

つもりでございます。ほかの課についても同

様でございまして、所属長の御意見などを聞

き、その聞いた中でさらに必要な部分につき

ましては、主幹もしくは主査、個人的にお話

を聞いた中でこの昇給という部分についての

考え方を整理させていただき、総務課、市長

とともに決定をさせていただいたと、そうい

うことでございます。

松井課長、当時の課長に対してそういった

報告がなかったということにつきましては、

明らかに失念していたのかなと、そのように

思いますが、先ほどお話いたしましたよう

に、同じ課の３階のフロアの中で私自身、

しっかりとその職員の部分につきましては見

させていただいたと、そういうことでござい

ます。その失念につきましては、大変申し訳

なく思っております。
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○議長（本田加津子君） 松井敬道さんの質

問を打ち切ります。

質問順序４、議席番号２番、佐藤良治さ

ん。

一つ、環境美化活動などに対する支援につ

いて。

一つ、広聴活動の取組について。

一つ、子育て支援の取組について。

一つ、消防力の充実と広域化の取組につい

て。

以上、４件について。

佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 改めまして、お疲れ

さまです。このたびの定例会につきまして

は、本年最後の定例会になります。このこと

から、私の今回の質問につきましては、第２

回、第３回定例会に引き続き、一部ではあり

ますが、これまでの質問内容を振り返るもの

となっております。このことから、限られた

時間ではありますが、本市のまちづくりにつ

いて建設的で有意義な議論を行いたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、通告書に従いまして一般質問い

たします。

件名１、環境美化活動などに対する支援に

ついて。

各町内会やボランティア団体などにおい

て、花の植栽事業やごみ拾いなど、様々な地

域活動が行われております。そこで伺いま

す。

①第２回定例会において、きれいなまち並

みを維持、継続するため、関係団体への支援

拡充などの必要性について一般質問したとこ

ろ、支援拡充の検討を行うとの答弁がありま

したが、その後の検討状況を伺います。

件名２、広聴活動の取組について。

市民の方々の声を広く聞く広聴の取組は、

まちづくりを進める上で重要と考えていま

す。そこで伺います。

①１１月２９日開催の行政常任委員会にお

いて、企画財政課からまちづくり懇談会を開

催する旨の口頭説明を受けました。そのまち

づくり懇談会について、市から市民の方々に

対して、具体的にどのような内容を情報提供

される予定なのか伺います

②市では、市民と協動で創るまちづくりを

推進するため、ふれあい市長室を実施してい

ます。本年度のふれあい市長室の活用実績を

伺います。

件名３、子育て支援の取組について。

今後建設予定の児童センター等一元化施設

は、本市の子育て支援、少子化対策の一翼を

担う施設になってくるものと考えています。

そこで伺います。

①第３回定例会で子育て支援などを含めた

本市の少子化対策について一般質問したとこ

ろ、具体的には、今後建設予定の児童セン

ター等一元化施設において、特徴ある子育て

支援ができるよう検討を進めるとの答弁があ

りましたが、現在の検討状況を伺います。

件名４、消防力の充実と広域化の取組につ

いて。

本年、歌志内市消防創立１００周年の節目

の年を迎えられましたが、消防を取り巻く環

境は、救急需要の増加や災害、事故への役割

の多様化など、消防が担う役割はますます重

要になっています。そこで伺います。

①総務省では、消防の広域化の取組を推進

していますが、本市において、現在、広域化

に関する検討等がなされているのか伺いま

す。

②消防力の充実には、財政事情も踏まえ、

消防装備品の高価格化、また、救急需要の増

加や災害対応など、市民からの消防ニーズを

満たすためには、将来的には消防の広域化が

必要不可欠と考えますが、見解を伺います。

以上４件、６項目の質問につきまして、御

答弁のほどよろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 理事者答弁、東所

企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、

私のほうから、件名１、環境美化活動などに

対する支援について、件名の２、広聴活動の

取組について御答弁申し上げます。
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まず、最初の件名の１、①の支援拡充の検

討についての検討状況でございますけれど

も、町内会、自治会や市内のボランティア団

体の皆様方が取り組まれている地域の環境美

化活動などにつきましては、きれいで住みよ

いまちづくりに大きく貢献され、その活動に

対し改めて敬意を表するところでございま

す。花の植栽事業やごみ拾いなど、地域の環

境衛生や環境美化活動に対する新たな支援制

度などの検討に対しましては、行政常任委員

会をはじめ決算審査特別委員会においても議

員各位から、さらに関係団体からも御意見を

いただいております。このため、寄せられて

いる意見等であります地域における除雪や草

刈り、花の植栽や花壇造り、ごみ拾いなどの

地域の環境美化などについて企画調整会議に

おいて関係所管で具体的な支援等について検

討を進めるよう、情報共有を図っておりま

す。今後、新年度予算への反映も含め協議を

進めることとしております。

次に、件名２の広聴活動の取組についての

①まちづくり懇談会の内容でございます。ま

ちづくり懇談会につきましては、初めての開

催となりますが、まちの将来について市民と

行政が情報共有を図り、市民主体のまちづく

りを推進するため、市長が市民と直接意見交

換を行う機会として開催するものでありま

す。市から市民の皆様に情報提供する内容に

つきましては、今のところ児童センター等一

元化施設の建設やかもい岳スキー場及びかも

い岳温泉の当面の動きなどの情報提供を予定

しております。

続きまして、②でございます。ふれあい市

長室の活用実績についてでございます。ふれ

あい市長室は、市政やまちづくり等に関し、

市民の意見を幅広く聞き、市政に反映させる

ため、各種団体や市民グループ等と市長が直

接意見交換を行うことで、市民参加のまちづ

くりの推進を図ることを目的に平成２７年度

から実施しております。本年度における現時

点での開催実績はございませんが、１件の団

体からの申込みがあり、現在、日程調整を

行っており、年度内での開催を予定しており

ます。

〇議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 件名の３

の①子育て支援の取組につきまして、私のほ

うから御答弁いたします。

本市における子育て支援の取組につきまし

ては、第２期歌志内市子ども・子育て支援事

業計画に沿って実施しておりますが、このた

び児童センター等一元化施設が歌志内学園及

び認定こども園に併設されることで、より幅

広い子育て支援が可能になると考えておりま

す。これまでのところ、特徴ある支援内容に

ついて具体的な考え方はまとまっておりませ

んが、引き続き教育委員会など関係所管と連

携し検討してまいります。

以上です。

〇議長（本田加津子君） 神消防長。

○消防長（神邦広君） 私からは件名４、消

防力の充実と広域化の取組につていての①、

②について御答弁申し上げます。

初めに、件名４の①消防の広域化の検討が

なされているのかについてでございますが、

消防の広域化につきましては、第３次北海道

消防広域化推進計画において、当市は重点地

域に指定されていることから、現在、正式な

協議は行っておりませんが、他の重点地域の

動向も含め、広域化に伴う諸課題の調査・検

討を進めているところです。

次に、②の広域化の必要性に対する見解に

ついてでございますが、近年における全国的

な人口減少により、各自治体の消防におきま

しても管轄人口の減少が見込まれておりま

す。このことは当市でも例外ではなく、消防

力の維持強化を図るため、広域化は将来的に

必要な施策であると捉えております。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 御答弁、ありがとう

ございました。それでは、冒頭に申し上げま

したとおり、これまでの経過を含めまして再
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質問させていただきます。

まず、件名１の環境美化活動に対する支援

についてでございますが、この質問につきま

しては、第２回定例会で質問させていただい

たものでありますが、夏には市内の花壇にき

れいな花が咲きまして、道行く人たちからは

きれいですねと声をかけられる機会がござい

ました。頂戴した答弁では、前向きに予算反

映も含めて検討いただいているとのことであ

りますので、これ以上の再質問はいたしませ

ん。

正直、現在、令和６年度の新年度予算編成

作業が行われており、この支援制度に係る予

算が計上されるものと期待しているところで

ございます。

１点、以前の質問の中でもお願いしていた

ところでございますが、やはり支援を受ける

側の声を聞いて、支援を受ける側の視点で制

度内容を検討することが必要と考えておりま

す。全ての意見を反映させるのは困難という

ことは承知しておりますが、可能な限りお聞

きした意見を酌み取っていただき、継続した

取組ができるような支援について引き続き御

検討いただければと思います。

次に、件名２の広聴活動の取組についてで

ございますが、この質問につきましても、

私、第２回定例会において市民の声を聞く機

会を設ける重要性について質問させていただ

き、そして検討していただいた結果開催する

ことになり、私自身、さきに開催された行政

常任委員会で報告を受け、正直安心したとこ

ろでございます。答弁の中では、市からの情

報提供として児童センター等一元化施設の建

設やかもい岳スキー場ですか、かもい岳温泉

の当面の動きなど、市民の方々に情報提供さ

れるとのことでありました。

私は、市からの情報提供も大事ではありま

すが、その情報提供した内容について市民の

方々の考え方を聞く、市民の率直な声を聞く

ことも重要と考えております。これ以上の答

弁は求めませんが、このことから市民との会

話によるキャッチボールをしっかりとお願い

するものでございます。

私たち市議会も、先日、議会報告会で、市

内３か所で開催しました。正直、参加者は少

なかったですが、どの会場も予定時間を大幅

に超えて市民の方々の声を聞いてまいりまし

た。私は、改めて市民の声を聞く重要性を再

認識したところでございます。このたびのま

ちづくり懇談会、懇談会の開催を契機として

次年度以降も継続した取組をお願いするとと

もに、本市の現状、課題などについて、建設

的で実りある懇談会となるよう期待するとこ

ろでございます。

次に、②のふれあい市長室の関係になりま

すが、ホームページでは、これホームページ

に記載されている内容をちょっと読み上げま

すが、「市ではこれまで市民と共同でつくる

まちづくりを推進するため、地区別市政懇談

会や町内会連合会との情報交換、各種懇談会

などを開催してきました。本年度よりこれら

に加え、幅広い年齢層や職種、または団体、

グループの皆さんと市長が気軽に話せる場と

してふれあい市長室を企画しました。どうぞ

お気軽にお申し込みください」とホームペー

ジに掲載されております。答弁の中では、本

年度の活用実績が現時点ではないものの、１

件の団体から申込みがあり、現在、日程調整

を行っているとのことでございますが、これ

活用実績が少ないのは非常に残念なことであ

ります。これ対象が基本的におおむね５名以

上の団体、グループが対象となっています

が、私は内容がまちづくりに関するものであ

れば個人でも対象にしたらどうかなという考

え方を持っておりますが、いかがでしょう

か。

○議長（本田加津子君） 質問の途中です

が、ここで１０分間休憩を取らせていただき

ます。

午後 ３時０４分 休憩

────────────────

午後 ３時１０分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開いたします。
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一般質問を続けます。

東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、

私のほうからはふれあい市長室の参加される

方、個人でもいいのではないのかという話で

ございますけれども、ふれあい市長室につき

ましては、議員も御認識のとおり、市民と協

働でつくるまちづくりを推進するため、各種

団体、グループの方々と市長が直接気軽に話

せる場として設けているところでございま

す。言われたとおり、対象、基本的には５名

以上という団体ということにしておりますけ

れども、一個人で１対１での話合いというこ

とでなく、複数の方々から様々な御意見をい

ただきたいと。それによりまして協働のまち

づくりをより推進していきたいと考えており

ます。

市のホームページには、このほかにまちづ

くりの意見箱ということで設けさせてもらっ

ておりまして、個人の方からのまちづくりに

対する御意見、例えば市政に対する意見が述

べられる、そういった仕組みも用意しており

ます。もっともっとＰＲしていきたいとは

思っておりますけれども、したがいまして現

状では市長と１対１での形でそういった場を

設定するということは考えておりませんけれ

ども、ただそういった御要望が市民の方から

多く寄せられるような状況があれば、そう

いったことも今後考えていきたいと思ってお

ります。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 私は、より充実した

まちづくりを進めるためには、やはり一番は

市民との対話が必要と考えております。本年

度の市政執行方針では、多くの市民と直接の

対話を進めると掲載されております。柴田市

長には、ぜひこの市民との直接の対話を積極

的にあらゆる機会を通して進められるようお

願いしたいと考えております。

次に、件名３、子育て支援の取組について

でございます。今後、建設予定の児童セン

ター等一元化施設については、さきに開催さ

れた議会報告会の中でも多くの時間を割いて

参加者からいろいろな意見があっとところで

ございます。

このたびの子育て支援の取組に関する検討

状況につきましては、さきの第３回定例会に

おいても質問した内容であり、それから３か

月程度しか経過していないので、先ほどの答

弁では、具体的な考え方についてはまとまっ

ていないとのことでありました。状況はこの

答弁で、そう時間が経過していないので理解

するところではありますが、もう一度ちょっ

と確認を含めてお聞きしますが、現状では第

２期歌志内子ども・子育て支援事業推進計画

に沿って子育て支援の取組を進めているもの

と思いますが、今後、教育委員会などの関係

機関と連携して検討を進めるに当たり、現に

子育て真っ最中の家庭など、支援を受ける

方々の考え方も聞いて制度設計を組み立てて

ほしいと思いますが、そういった考え方につ

いて広く意見を聞く考え方を持たれているの

か、再度お尋ねしたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 私たち担

当所管としましても、佐藤議員同様、認識を

持っておりまして、先ほどの答弁と重複する

部分がありますが、児童センター等一元化施

設が歌志内学園、認定こども園に併設される

ことで、子供たちの交流の場、地域との交流

など、これまで以上に幅広い子育て支援が可

能になると考えております。現状では、第２

期歌志内市子ども・子育て支援事業計画に

沿って各種施策を進めており、これまでの支

援内容踏まえて、広く関係する方と意見を交

換して取り組んでまいりたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 児童センター等一元

化施設については、何度も申し上げますが、

多くの市民の方々が興味を持たれています。

市民の方々には、広報紙などで情報提供して

いますが、方向性としては、建設することで

基本設計、そして現在は実施設計が行われて
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おり、ここに至るまでに多くの関係者で議論

を重ね今に至っているものと考えます。私

は、体育館や児童センターなどの施設の老朽

化が進む中、子供たちにとって必要な施設で

あるものと認識していますが、施設を建設し

て、そこでどのような特色ある取組を進める

のかが大切と考えています。どのようなイ

メージを描かれているのか、子供たちのみな

らず地域の方々に愛される施設づくりをどの

ように進める考え方なのか、抽象的な質問に

なってしまいますが、施設整備を所管する教

育委員会、教育長、子ども・子育て支援に関

しては福祉事業課が所管されると思います

が、教育委員会としてどのような施設づくり

を目指すのか、教育長としての見解をお聞き

できればと思います。

○議長（本田加津子君） 織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） この一元化施設で

すけれども、確かにいろいろな子供たち、そ

して今現在、学校においてもなかなか問題を

抱える子たちもたくさんおります。それらの

子供たちが特にこの歌志内としては、縦に長

い距離で、一度下校してしまうとなかなか友

達同士近くで遊ぶことができない、いわゆる

遊びの場というものの保証をなかなかできな

い部分がございます。そういう意味で、あの

場所に建設させていただいて、そして放課後

も含めた学び、そして遊びの場というところ

も設置も考えながら、施設も十分活用してい

きたいなと考えているところです。

前段の問題を抱えた子というのは、私の中

では、いわゆる教育委員会としては、適応指

導教室的なものがそこに設置をできて、学校

に来れない子供がいた場合には、それらの子

供たちを指導していく、または相談施設とし

ても、そこで保護者との相談ができるような

環境を構築できていったらいいなと、頭の中

ではそのように考えております。

以上です。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 教育長、ありがとう

ございます。

先ほどの件名１の市民の声を聞く話になり

ますが、何度も言うように児童センター等一

元化施設の建設は、多くの市民の方が興味を

持たれております。私は、今、教育長が答弁

された内容について、施設を建設して子供た

ちのみならず地域の方々に愛される施設づく

りについて、今答弁された内容を含めて市民

の方々に伝え、声を聞くことが必要と考えて

おります。再度の答弁は求めませんが、私は

子供たちにとって、多くの市民の方々、そし

て地域のために必要な施設と思われるような

取組を進めていただきたいと思います。

次に、件名４、消防力の充実と広域化の取

組についてでございます。

まず、本年、歌志内市消防創立１００周年

を迎えられ、９月に多くの関係者の方々が記

念式典に集い、これまでの消防の歴史を振り

返るとともに、また消防職団員や関係団体の

方々の功績を讃え、表彰式が取り行われまし

た。改めて１００年という長い歴史、またこ

の間、様々な関係者の方々の御尽力に敬意を

表するところでございます。

神消防長におかれましては、この１００年

という節目に当たる年の消防長として感慨深

いものがあろうかと思うところでありますの

で、１００周年を迎えられたことにつきまし

て、消防長としての見解といいますか、今

後、さらなる消防力充実に向けて決意をお聞

きしたいと思います。

〇議長（本田加津子君） 神消防長。

○消防長（神邦広君） 当市において、消防

創立１００周年を迎えられましたことにつき

ましては、多くの先人の皆様方の一方ならぬ

努力、御尽力の賜物であると思っておりま

す。心から敬意を表するところでございま

す。

また、今後におきましては、そういった先

人の皆様方の防火、防災に対する御意思を

しっかりと受け継ぎ、市民の安全・安心を確

保するため、より一層消防力の充実、強化に

努めてまいりたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。
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以上でございます。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 力強い決意、ありが

とうございました。

さて、消防の広域化についてでございます

が、国の地方財政審議会、本年７月に開催さ

れた審議会の説明資料において、消防の広域

化の現状や消防力強化に関すること、また国

からの財政支援に関することなど、これまで

細かく検討委員会で議論されてきた内容が地

方財政審議会の説明資料として配付され、消

防の広域化の必要性について説明されており

ます。

このほかには、総務省では、消防の広域化に

関して各種通知や関係資料を何度も発出され

ており、国は消防の広域化を積極的に推進し

ているところであり、また答弁の中でもござ

いましたが、第３次北海道消防広域化推進計

画において、本市は重点地域に指定されてい

るところでございます。しかし、私は正直、

単独で消防を維持できるうちは、やはり住民

サービスを維持していくという観点から、単

独消防の取組がよいのではないかなと考えて

いるところでありますが、将来的な市の財政

事情、消防ニーズの多様化など、いずれは広

域化が必要な時期を迎えるのではないかなと

考えているところであります。

このような考え方の中、再度の質問をさせ

ていただきますが、私が承知している中で

は、過去に消防の広域化について、２度ほど

近隣自治体と協議したものと承知しています

が、現在は正式な協議は行われていないが、

広域化に伴う諸課題の調査や検討を進めてい

るとの答弁でありました。

このような状況の中、より踏み込んだ内容

での協議は全く行っていないのか、改めてお

伺いしたいと思います。

〇議長（本田加津子君） 神消防長。

○消防長（神邦広君） 先ほどの答弁でも申

し上げましたが、また議員からもおっしゃい

ましたけれども、正式の協議を行っておりま

せんので、過去の広域化の協議での諸課題の

再確認や再検討、今後におきます消防施設整

備計画などの情報交換など、事務レベルで

行っておりますが、正式な協議は一切行って

おりません。

以上です。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 広域化の協議につい

ては、相手があることからなかなかスムーズ

に進めることは難しいと思いますが、本市の

消防では、冬期間の降雪時には消防職員の

方々が高齢者の方々の家を回り、軒先からの

落雪事故を防止するという観点から、危険な

場合は、軒先の雪を下ろすなどの作業を行っ

ているものと承知しています。広域化になっ

た場合、こういったサービスが継続されるの

か心配な部分もあります。

このような状況から、私は本市の消防につ

いては、一言で申し上げますと、福祉的な要

素を備えた福祉消防。本来業務のほかにそう

いったお年寄りに寄り添う、市民の方々に寄

り添った活動を行う消防といった認識を持っ

ています。しかし、消防が広域化された場

合、こういった取組を維持、継続するために

は、広域消防になった場合のメリット・デメ

リットを洗い出し、より踏み込んで将来に備

えた協議を進める時期を迎えているのではな

いかなと考えておりますが、見解をお伺いで

きればと思います。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 佐藤議員ほうか

ら、歌志内も広域的な考え方についてまとめ

ていく時期を迎えているのではないかという

ことでの御質問だと思います。

先ほどおっしゃられましたように、御承知

のとおり、まず最初、最初といいますか、平

成２４年に砂川消防に上砂川町と私どもがと

いうことでの話合いがありました。その際

は、私どもは見送り、上砂川町は平成２４年

４月に砂川広域のほうに入られたという経過

がございます。そして、直近におきまして

は、令和４年の１１月ですか、令和４年度に

消防の指令台の広域化という一つの課題を、
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一つにコンパクトにした中で、その中での砂

川市、滝川市、当市、副市長の話合いといい

ますか、協議が進められた経過がございま

す。これにつきましても、いろいろと当市に

おけるメリット・デメリット、必要性、そう

いったものを話し合った中で、今回、当市に

おきましては見送るということで、最終的に

は首長会議の中で導入については見送るとい

う形で結論づけたところがあります。

ただ、広域化につきましては、やはり私ど

もも消防長といろいろと協議、内部協議につ

いては、ざっくりな部分ではありますけれど

も実際に進めておりまして、広域化を進める

とした場合の事務のスケジュール、こういっ

たものについては消防本部のほうでしっかり

と検討されているところでございます。

それで、先ほど佐藤議員おっしゃられます

ように、自賄いできるのであれば、そのほう

がサービスの維持ができるのではないかと、

それにつきましては、ごもっともなことだと

私も思っております。ただ、今後の財政を考

え、施設の老朽化、そういったものを、また

市に対するそういった救急等のサービスを考

えたときに、どのタイミングで広域化が必要

なのか、歌志内単独で難しくなるのかという

ことの部分はしっかりと考えていかなければ

ならないなと思っております。

先ほど御答弁いたしましたように、広域化

に向けた市としての考え方について、今、全

く考えていないということなくして、どう

いった形が望ましいのかということにつきま

しては、現在、検討は行っているということ

で御答弁申し上げます。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さん。

○２番（佐藤良治君） 消防の広域化に関し

ましては、いろいろと事前調整含めて、時間

をかけて協議をすることが必要になってくる

ものと考えております。特に本市のように高

齢者が多いまちでは、現在救急車２台体制と

しておりますが、広域化した場合、救急車２

台体制が維持可能なのかどうかなど、多くの

内容について協議を要することになるものと

考えます。

このような中、お願いしたいのは、広域化

を前提として協議を進めるのではなくて、広

域化の是非を判断するための経過として、将

来に向けて協議を進めていただければと思い

ます。

先ほども質問の中で申し上げたとおり、救

急需要の増加、災害・事故への役割の多様化

など、消防が担う役割は重要になっておりま

す。特に本市のように高齢者が多いまちで

は、当然のことながら、その役割はますます

重要になってくるものであります。

消防関係者の方々には、市民の生命と財産

を守るため、日々訓練や啓発活動を含めて御

尽力されていることは承知しています。引き

続き、これまで以上に市民に寄り添った取組

をお願い申し上げるとともに、消防の広域化

に関しましては、将来を見据えたそう遠くな

い、近い将来を見据えて取組を進めていただ

ければと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

以上をもって、私からの一般質問を終えさ

せていただきます。このたびは、ありがとう

ございます。

○議長（本田加津子君） 佐藤良治さんの質

問を打ち切ります。

延 会 の 議 決

○議長（本田加津子君） お諮りいたしま

す。

本日の議事日程にあります議事が終わりま

せんが、本日の会議はこの程度にとどめ、延

会したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

延 会 宣 告

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

本日は、これにて延会いたします。
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御苦労さまでした。

（午後 ３時３１分 延会）
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